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◇ 議事日程 

１ 開 会 宣 言 

２ 招 集 挨 拶 

３ 諸般事項報告 

４ 開 議 

 

日程 

番号 

議案 

番号 

議        案        名 

１ ― 会議録署名議員の指名 

２ ― 会期の決定 

３ ― 一般質問 （４番、２番、３番、５番） 

４ 
議案 

６５ 
松野町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について 

５ 
議案 

６６ 
特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正ついて 

６ 
議案 

６７ 
松野町議会議員に対する期末手当支給条例の一部改正について 

７ 
議案 

６８ 
松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

８ 
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６９ 

松野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて 

９ 
議案 

７０ 

松野町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定について 

１０ 
議案 

７１ 
松野町消防団条例の一部改正について 

１１ 
議案 

７２ 
工事請負契約の締結について 

１２ 
議案 

７３ 
令和７年度松野町一般会計補正予算（第４号） 

１３ 
議案 

７４ 
令和７年度松野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

１４ 
議案 

７５ 
令和７年度松野町国民健康保険中央診療所特別会計補正予算（第２号） 

１５ 
議案 

７６ 
令和７年度松野町介護保険特別会計補正予算（第２号） 



１６ ― 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 

５ 閉 議 

６ 散 会 
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ただいまから、令和７年第４回松野町議会定例会を開会します。 

（９：３０） 

町長から、議会招集挨拶を受けます。 

「議長」 

「坂本町長」 

２週間ほど前から風邪を引いておりましてまだ抜けきっておらず、

本日も咳き込んだり、声がかすれたり、お聞きづらい点もあろうかと

思いますので、あらかじめおわびを申し上げます。 

さて、本日は令和７年第４回定例議会を招集するに当たりまして、

議員各位におかれましては、御多忙中にもかかわらず御出席を賜り、

厚くお礼を申し上げます。 

議員各位には、ふるさと松野町の存続発展と住民福祉の向上のため、

日頃より議員活動にまい進されておりますこと、心から敬意を表する

次第でございます。 

町制施行７０周年の今年、特にこの１０月１１月は、記念の行事や

イベントを集中して開催してきましたが、議員各位のお越しのもと町

民の皆さんの御理解、御協力により、盛大にかつ有意義に挙行できま

したことを心から感謝申し上げます。 

本町は、人口減少という課題に直面し、財政面でも非常に厳しい運

営を強いられております小規模自治体であり、これからの未来へと続

く道のりも決して平たんとは言えませんけれども、小さな町だからこ

そできるまちづくりに徹底的にこだわりまして、町民の皆さんととも

に、新たな一歩を踏み出し荒野に道を切り開いていきたいというふう

に考えております。議員各位には更なる御指導、御鞭撻をお願いする

次第であります。 

そのような状況の中で、先月末に、本町の財政が危機的な状況であ

ると新聞テレビ等で報道されました。町民の皆様には不安や動揺を与

えることとなり、大変申し訳なく思っておりますが、現況はまさしく

そのとおりであります。我々としても強い危機感を持って財政運営に
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議 長 

当たっておりますが、具体的には、現在令和８年度の当初予算の編成

に当たっておりまして、町民生活に必要な防災、福祉、教育などの分

野の事業はしっかりと財源を確保して着実に実施していくとともに、

この際に我慢をしなければならないもの、後回しにするものは勇気を

持ってその決断をしていきたい。このことについては、本日の一般質

問でも取上げていただいておりますので、その答弁の中で私の考えを

述べさせていただきたいと思います。 

さて、今定例会には、一般会計及び特別会計の補正予算の議案４件、

それを含む１２件の議案を提案をしております。後ほどそれぞれ御説

明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、議決賜りますよう

お願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

次に、今期定例会に関する諸報告をします。 

まず、今期定例会に提出される案件を報告します。 

今回提出される案件は１３件であって、この議案番号、件名の詳細

は、お手元に配布しております議事日程表により御承知をお願いしま

す。 

続いて本日の議事日程を報告します。 

本日の議事日程は、あらかじめ配布しました議事日程表のとおりで

す。御承知をお願いします。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定により、本日の会議に出

席する者は、お手元に配布しております一覧表のとおりです。御承知

をお願いします。 

次に、監査報告でありますが、監査委員から、令和７年８月、９月、

１０月の例月現金出納検査の結果、厳正に執行されている旨の報告を

受けております。 

続いて、議会閉会中の主要行事、事務等については、配布しており

ます一覧表のとおりです。御確認をお願いします。 

これから、本日の会議を開きます。        （９：３５） 
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４ 番 山 崎 

議 長 

４ 番 山 崎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、２

番山石恭助議員、３番芝勇樹議員を指名します。 

日程第２ 「会期決定の件」を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日１日間にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は、本日１日間に決定しました。 

日程第３ これより一般質問を行います。 

通告１番、山崎匡議員の一般質問を一問一答方式で行います。時間

は、答弁を含め６０分です。 

山崎議員の質問を許します。 

「議長４番」 

「山崎議員」 

ただいま議長のお許しをいただきましたので、一般質問を行いたい

と思います。 

なお、ひきこもりについてと財政についてなんですけれども、皆さ

ん関心も高いことから、財政のほうから先に質問をさせていただきた

いと思います。御了承をよろしくお願いいたします。 

皆さんも当然御承知のことと思うんですけど、マスコミによって報

道されて財政の危機ということで、町民の方もさぞびっくりしたんで

はないかというふうに思っております。 

先般の９月議会、９月１日の全員協議会において、議員から、健全

化判断比率の質問がなされております。なぜかその時の発言が私も耳

に残っておりまして、その時、恐らく重松係長の答弁だったと思うん

ですが、そのことに対して安定しており、中長期的には問題ない趣旨

の発言があったように思います。それまで、財政調整基金の繰入れ額
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坂 本 町 長 

議 長 

坂 本 町 長 

小 西 総 務 課 長 

議 長 

小 西 総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の増えていることは私たちも心配はしておったんですけれども、その

答弁を聞いて何とかひとまず安心をしたのを私自身も覚えておりま

す。 

それから３ヶ月足らずで、先般の町長からの財政の危機の説明を受

け、当然ながら議会としても執行部に対して不信感をどうしても持っ

てしまいます。なぜこういうことになってしまったんだろうという思

いがどうしても私自身にあります。当然ながら町民の方も、不安だろ

うというふうに思っております。 

しっかり議員として、また町民の代表として、今回、財政のことを

しっかり質問させていただきたいと思っております。 

それでは質問に移る前に、当然、小さい町ですので交付税の財源の

部分で大きい部分を占めておると思うんですけど、その辺の流れとい

うか推移について、また近隣の町村とかそういうとこについて、担当

課のほうで説明していただいたらと思うんですが。 

「議長」 

「坂本町長」 

総務課長のほうから説明いたします。 

「議長」 

「小西課長」 

失礼しました。 

質問の前に現在の財政状況とか交付税の状況の御説明をということ

でございますので、資料を用意しております。そちらのほうで説明を

させていただいたと思います。 

議員の御質問にありましたように、この資料につきましては、先般

の全員協議会で提示をいたしまして、説明したものにございます。現

状の把握のために、もう一度御説明をしたいと思っております。 

まず映っております資料の上段（１）になります。 

これは一般会計の当初予算の推移でございます。令和３年度の庁舎

建設時には５０億円を上回る予算を計上するようになっておりますけ
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れども、それ以前につきましては、３３億円から３４億円程度の予算

規模であったことが見て取れます。それ以降、令和４年以降につきま

しては、４０億円を超える予算規模となっていることが御理解いただ

けると思います。コロナ禍を経まして、経済や物価の上昇に合わせて、

予算規模が増加していることが見てとれると思います。連れて経常経

費につきましても、増加している状況でございます。 

２段目の（２）が財政調整基金等の推移でございます。青い部分を

御覧いただきたいと思います。 

令和５年度末時点、財政調整基金は、１１億９千万円となり、過去

最高額でございました。しかし令和６年度では取崩しを余儀なくされ

まして、残高は９億６千万円となっております。令和７年度はあくま

でも予算規模の見込みでありまして、最終の補正や決算を終えないと

確定はいたしませんが、現時点では７億８千２００万円の見込みとし

ております。 

下段の（３）が地方交付税の推移でございます。青い部分が普通交

付税になります。 

令和６年度まで増加していることが見て取れますが、令和７年度の

決算見込額では減少に転じております。特別交付税や臨時財政対策債

の合計で見ますと、前年比９千３００万円の減少となっております。 

次の資料を御覧いただきたいと思います。 

これが県内の自治体へ交付された普通交付税の一覧でございます。

７年度の決定額Ａの欄と６年度の決定額Ｂを比較すれば、松野町が減

少していることが分かると思います。基本的には物価でありますとか、

人件費が高騰していることに乗じまして、増加傾向の自治体が多いと

思います。松野町以外でも減少している自治体もございますが、これ

には個別要素があるために減少をしているというだけで単純な比較が

できないことを御理解いただきたいと思います。 

松野町では、出張診療所を閉鎖したことが算定をされるタイミング

であったことや基礎数値となります高齢者も含めた人口の減少、出生
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議 長 

小 西 総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

率の低下などが大きな要因の１つでございます。 

伸びている市町でも、単に公債費の償還が増加して交付税が伸びた

ように映る場合もありますために、個々の状況での判断は必要である

ということをまた御理解いただいたらと思います。 

今回の資料を提示いたしましたのは、近年までは予算の伸びに合わ

せて交付税も増加し、その財源で予算の均衡が保たれていましたけれ

ども、令和７年度は交付税がマイナスとなることで収支のバランスが

大きく崩れていることを見ていただきたい点でございます。 

以上でございます。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。説明ありがとうございます。 

それでは本題の質問のほうに入りたいと思います。 

まず一点、大枠の１問目なんですけども、来年度当初予算における

財源不足の現状認識についてなんですけど、来年度予算編成を先ほど

町長も今しているところというふうにお聞きしましたが、現時点で把

握している財源不足の見込額をどういうふうな認識をしておられるの

かお聞きしたいと思います。 

「議長」 

「小西課長」 

はい。では、質問に御答弁させていただきたいと思います。 

来年度の予算額にどれだけの財源不足を見込んでいるのか、という

質問でございます。町長の挨拶にもございましたとおり、現在、令和

８年度の当初予算に向けて予算編成の作業中でありまして、まだ不確

定な要素が多いことは御理解いただきたいと思います。 

あくまでも歳入予算を前年度同額程度としまして、歳出予算では、

令和６年度の決算とか、令和７年、現在の予算の執行を見通しながら

増減の要素を加除した結果、次年度において一般財源のうち、基金に

頼らざるを得ない金額が４億５千万程度になると予想をしておりま
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小 西 総 務 課 長 

す。 

以上でございます。 

「議長」 

「山崎議員」 

４億５千万という数字がすごく出てきてるんですけど、本年度と比

較して２億円近い増額ということだろうと思うんですけど、増える要

因というんですかね、その辺はどういうふうに分析されとるのかお聞

きしたいと思います。 

「議長」 

「小西課長」 

はい。 

増加の要因ということでございますが、先ほど言いましたように、

ただ単純な差引きをしたらあくまでも想定の範囲で４億５千万程度に

なるということで、この状況を踏まえて、私たちも危機感を持って予

算編成をしている最中でございます。 

様々増加の要因も考えられますが、具体的な内容につきましてはま

たこれ以降の質問の中にも盛り込まれておると思いますので、その質

問の中でまた答弁をさせていただきたいと思います。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。 

なかなか数字がやっぱ大きな金額ということで、皆さんびっくりし

てる人も多いんだと思うんです。基金を取り崩さないといけなく、こ

こ数年間そういう形で流れていってるのは私たちも見てるんですけれ

ども、財源不足に至った主な原因ですよね、どうしてこういう形にな

ったのか、ある程度の、先ほどお聞きして分かるんですけども、その

辺は本当にどういうふうに、主な原因っていうふうなものを判断され

てるのかお聞きしたいと思います。 

「議長」 
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４ 番 山 崎 

 

「小西課長」 

はい。 

資料の説明ともちょっと内容が関連をいたしますけれども、本町の

財政構造は自主財源に乏しく、地方交付税や起債に大きく依存をして

おります。この配分額の減少により、不安定な状況に陥っているとい

うのは先ほど説明のとおりでございます。内容に少し踏み込みますと、

近年、国が進めているクラウド化など電算のシステム改造費や、やっ

ぱりいわれております人件費の増加、それと物資の高騰など経常的に

必要となる一般財源の伸びが著しくありまして、これが累積する形で、

財政環境が厳しくなったというふうに分析をしております。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。 

そういう流れっていうのは、当然ながら担当課としては予想してお

くべき内容だったのではないかというふうに私は思ってしまうんです

けども、予想よりも、その予想した想定よりもはるかにそういう厳し

い状況が訪れたというふうな認識なんですかね。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

そうですね、本町は地方交付税に非常に依存している小規模自治体

でございます。そういった中で、議員御指摘のように、見通しが甘か

ったと言われれば、そのとおりでございますけれども、地方交付税が、

我々が期待していたよりもずっと少なかったというのが最大の原因で

ございます。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。 

なかなか想定できなかったというふうな答えだろうというふうに思
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うんですけれども、今年までの歳入歳出の推移を見てですね、この財

政難という、来年４億５千万崩すっていうのが、一時的なものという

ふうに捉えられているのか、もうこれずっと続いていく構造的な不足

っていうものなのか、町長はどういうふうにお考えなのかお聞きした

いと思います。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

今回は今も申し上げましたとおり、全国的なこの人件費の上昇であ

りますとか、経費の物価上昇、その伸びに地方交付税の伸びが追いつ

いていなかったという状況でございます。 

これが例えばですね、優良起債がつかないような大きな箱物を町で

整備したとか、あるいは大規模なイベントをやって大きな損失を出し

たとかいう原因であれば、それを取り除けば財政は回復するわけでご

ざいますけれども、今申し上げましたように、今回のその財政危機と

いうのは、我々も身の丈に合った財政運営をしてきた中で、そういっ

た自体になってしまったということは、これは構造的なものであると

いうことを言わざるを得ないというふうに思っています。ただしこれ

は松野町だけのことではなくてですね、コロナ禍から現在に至る社会

情勢の中で、多くの小規模自治体が同じような状況に陥っていると思

いますので、地方自治の本旨を堅持するためにもですね、国におかれ

ましては、我々のような過疎地域や中山間地域に対して、財政支援を

強化するように、これはしっかりと町村会等を通じて申し上げていか

なければならないというふうに思っております。 

以上です。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。分かりました。分かったというか、はい、続いての質問に移

りたいと思います。 
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先ほどの説明から４億５千万、財調を崩すという話なんですけども、

これ、当然ながら今後においてそれを少しでも崩さないようにという

ふうな、圧縮していくという考えだろうと思うんですけど、その辺の

ことを、今の現状ですよね、考えた時に、本当に圧縮、今後していけ

ることが可能なのでしょうか。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

まさしく今の令和８年度の当初予算、各課から要望が上がって総務

課のほうで集計をしているという段階でございますので、我々、私も

詳細に査定の内容、予算の要求の内容を把握しているわけではありま

せん。これから理事者査定の中で、その全体を把握して、そして、個々

の事業を精査をして、落としていくという作業でございますので、ま

だその内容を見てないという段階で確証は言えませんけれども、しか

し一方で、予算を圧縮していくという作業はこれ絶対必要でございま

すので、このことにつきましては今までの前例に捉われず、厳しい査

定をしていくように考えております。 

「議長」 

「山崎議員」 

ある程度の圧縮は可能というふうな判断でよろしいんでしょうか。 

「議長」 

「坂本町長」 

ですから、内容をね、まだ私精査してないので、そこで断定的に言

うことはできませんけれども、姿勢としては、今までよりももっと厳

しい態度で査定に臨むということでございます。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。分かりました。 

基金の取り崩しっていうものは、一時的な財源の確保とかそういう
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不要のことが起こった時とか、そういう意味合いが大きいのかなとい

うふうに私は今まで思っておったんですけども、今後の基金の残高を

見た時に、健全性ですよね、どういうふうな数字が健全なのか、これ

から落ちていく、少なくなっていくという部分で、健全性をどういう

ふうに判断されているのか、お聞きしたいと思います。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

財政調整基金はちょっと置いときまして、自治体の財政運営が健全

かどうかということにつきましては、財政健全化法という法律によっ

て指標が定められております。４項目ありまして、実質赤字比率、連

結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、これはですね、こ

れまで議会に御報告してきたとおり、本町は現状でも十分に適正範囲

であります。ですから、議員御指摘にあった総務課の財政担当係長が

申し上げたことは、これは間違いありません。財政の指標が悪化する

のはこれから、しばらく先のことでございます。 

では、なぜ今の段階でこのような財政危機の報告をしたのかと言い

ますと、まずはですね、こういった状況を議会と危機感を共有してい

ただきたかった。そして、まだ立て直しができるうちに、持続可能な

財政運営の指針を定めていかなければならなかったという思いが、今

回のこの財政危機の公表でございます。 

とは言いつつも、やはり財政調整基金、この数年の状況、取り崩し

の状況を見てみますと、やはり危機的状況であるということは確かに

言えると思います。 

２０年ほど前ね、小泉政権による三位一体の改革の時に、松野町の

財政調整基金２億円を割り込み過去最低となっておりましたが、今回

も同じレベルの危機がすぐ近くまで迫っているというふうに感じてお

ります。一般的な市町村におきまして、財政調整基金の積立て額の目

安として、最低でも標準財政規模の５％から１０％、健全な水準とし
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て１５％から２０％とされておりますので、これを松野町に置き換え

ますと、最低でも２億５千万、標準的水準としては５億円程度になり

ますので、この数値を基礎として、なかなか難しい点ありますが、５

億円程度を目標としてこれを割り込んだら、回復を最優先させる、そ

ういった姿勢を堅持していきたいというふうに考えております。 

「議長」 

「山崎議員」 

５億円程度を目標にということやったんですけども、今の話ではそ

れは改革によって可能という判断でよろしいですかね。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

何度も申し上げておりますとおり、地方交付税に非常に依存してい

る段階で、国の基本方針あるいは配分というところで、我々の財政は

非常に大きく翻弄をされます。そういった中で、できるだけこの自分

たちでできることはやっていこう、それを、この目標として５億円と

数字を設定をしてこれを堅持していこうということでございます。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。分かりました。 

当然ながら基金への依存度が高いっていうのは、当然リスクが高い

というふうに思ってるんですけども、基金が少なくなっていく、そし

て、今から起こるであろう南海トラフとかその災害の時ですよね、や

っぱり基金というものが大きく生きてくるのかなというふうに思うん

ですけど、その辺で基金が減っていくことへのリスクというのは、町

長自身もどういうふうにお考えでしょうか。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 
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財政調整基金の考え方なんですけれども、財源不足を補うというこ

とは、主要な目的の１つでありますので、単年度でその予算が組めな

い時は財政調整基金を取り崩す、これはもうほとんどの町でやってい

ることだというふうに思っています。ですからこれは決して珍しいこ

とではないんですけれども、今回のように多額の財政調整基金を複数

年、連続した複数年にわたってやるということは、これはやはり非常

事態であると思いますし、その結果、災害の時に使えるその財政調整

基金の額も減ってしまうということでございますので、これは何とし

ても解消しなければならないというふうに思っています。 

御指摘のとおり、今回のこの取り崩し、なるべく回復するというふ

うな意識を持ってやっていきたいというふうに思います。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。分かりました。次の質問に移りたいと思います。 

当然ながら財政の歳出の圧縮というところで、よく言われてます事

業の選択、集中ということをよく言われてますが、財源不足を踏まえ

て、町としてどの分野どの政策を優先的に守るのか、また、先ほど町

長も言われた、どういう分野は我慢してもらう、縮減とか、見直しと

か、そういう部分だろうと思うんですけど、そういうとこどういうふ

うな基準というか、町長の考え方でそういうとこ選択、集中していこ

うと思われてるのかお聞きしたいと思います。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

事業の選択と集中これはもう避けては通れない行政課題というふう

に認識をしておりますが、今本町が今行っている事業の中で、これは

やらなくてもいいものやないかというものは、私はないというふうに

思っております。全て法令に従って自治体としての義務としてやらな

ければならないもの、町民の皆さんの切実な要望に応えて行っている
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事業、更には、町の課題を解決するために、どうしても取り組まなけ

ればならないプロジェクトなど、それらについてもですね、過大なも

のにならないように、全て本町の身の丈に合った規模を心がけてきた

つもりでございます。ですから、今の段階でこの事業を削減するとか、

ということは判断はできませんけれども、この状況に至っては、やは

り必要な事業の中でも優先順位をつけて我慢してもらわなければなら

ないもの、後回しにしなければならないもの、そういったものを出て

くると思いますので、それは厳正に対処をしたいと思いますが、やみ

くもにシーリングをかけて全て１割カットとか、そういったことは私

は考えておりません。 

「議長」 

「山崎議員」 

こういう非常事態に陥り、危険性があるということなんで、全ての

事業ですよね、町長先ほど言われた切れない部分いろんな部分あると

思うんですけど、やはりその点検する全ての事業を見直すということ

が私は必要ではないかと思うんですけど、そういう事業の総点検、そ

してゼロベースにして、もう一度考え直すというふうな課程をするつ

もりはあるんでしょうか、お聞きしたいと思います。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

今回の令和８年度の当初予算編成作業が始まっているんですけれど

も、通常では、各課からまず要望を総務課に財政担当課に上げてとい

うプロセスになるんですが、今回に限ってはですね、事前に全ての事

業を各所管担当課から自分たちでどう評価しているのか、ということ

を調査をさしていただいて、いわゆる総点検を実施をいたしました。

そして、それを踏まえて、各課から改めて、総務課のほうに一次要望

するということをしているところでございます。 

これから最終的に理事者査定において、予算を確定していきますけ
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れども、そういった状況であがってきた予算案をですね、あるいはし

っかりと事業内容を精査した上でゼロ査定となったものを理事者判断

でまた復活させるということも十分あろうかと思います。 

そういった作業をして来る３月議会に提案したいと思いますが、特

に私、まちづくりの基本というのはですね、住民が主役、地域が舞台

と位置づけておりまして、持続的かつ効率的なまちづくりは、松野町

では、各部落を基礎単位として進めることが大事であるという考えを

堅持してきました。このため、各部落への地域づくり交付金などの支

援策は、今後のまちづくりのセンターピンとして、存続させていきた

いというふうに考えております。 

「議長」 

「山崎議員」 

先ほど町長の答弁にシーリングは考えてないというふうに言われま

したが、今後ですよね、財政のこれ以上の悪化とかいう時に、補助金

なり交付金なりのシーリングというようなことが必要な場合も出てく

るんじゃないかなというふうに思っておるんですけど、もちろん、そ

ういうことにならないようにっていう話だろうと思うんですけども、

悪化した場合にシーリングというのも、頭の中にはありますか。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

現段階ではシーリング一律にかけることは考えておりません。一律

に見直すということではなくてですね、例えば団体に対する補助金や

交付金については、その活動や個々の事業、団体の決算、繰越金そう

いった状況を精査して、必要性や効果を考察しながら、個々に支出の

在り方を判断したいと思います。特に団体設立時に支援してもらいた

いということで、補助金を出したような特別な場合にはですね、今後

は自主的な活動に切替えてくださいというお願いをするなど、団体、

各団体の構成員の皆さんと真剣に話をした上で、御理解をいただきた
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いというふうに思っております。 

それから、特に金額が多いのは、広域事務組合への負担金なんです

けれども、これからもですね、施設の新築や改修等が検討されており

ます。圏域自治体として構成自治体としてしっかりと松野町も責任を

果たすことは前提なんですけれども、本町にとっても無理のない負担

となるように、広域事務組合のほうに要請をしたいと考えております。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。分かりました。 

次の質問なんですけれども財政がやっぱ悪くなったっていうと、例

えば施設の整備ですとか、道路とか、公共施設の修繕とかそういうも

のに対する投機的経費ですよね、それっていうものが当然ながら、言

われてるとこ全部直すということもできないだろうと思うんですけ

ど、そういう場合の優先順位とか、どういうふうにこの施設から、や

っぱどういう形のものからやっていくとかいう部分ですけども、どう

いうふうにお考えなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

道路とか水道とかのインフラの整備ですね、それから南海トラフ地

震や風水害に対する防災減災対策、そして公共施設の修繕などにつき

ましては、どんなに財政が厳しくても、町民の生命財産を守るために、

これは着実に実施していかなければなりません。また、こういった事

業については、国や県も補助金や地方債などで財源を確保していただ

いておりますので、ここの部分はこれまでの姿勢を崩さずに、可能な

限り継続をしていきたいというふうに考えております。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。 
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そうですね、住民の生活に支障が出る部分というのは、やはり削減

もしにくいのだろうというふうに思うんですけれども、なかなかそう

いうふうな、いち町民としたら、その辺までやはり守ってもらえるの

かという不安があると思うんで、そういう、いやそういう生活の部分

はしっかり守っていきますよっていうことをやっぱり言っていただ

く、町民の不安を少しでもなくしてもらうということが大事かなとい

うふうに思いますんで、その辺はよろしくお願いしたいと思います。 

続いての質問に移りたいと思います。 

ずっと重複したような内容になるんですけれども、補助金、負担金、

委託金ですよね、そういう部分っていうのは、先ほど町長も言われた

ように、ケースバイケースで対応するという話だろうというふうに思

うんですけれども、町として職員の体制とか、組織の運営の効率化と

か、そういう部分での支出抑制っていうのは考えられておるのかお聞

きしたいと思います。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

町民の皆さんに少なからず御負担をお願いするということになるん

であれば、当然、役場の組織も最小限で最大の効果を得る、そういっ

た組織体制に変えていかなければならないと思います。 

当面は、役場内の仕事量と人員配置の最適化を行いながら、スリム

な形で仕事の効率を上げていく、これを主眼に組織体制の再構築を目

指していきたいというふうに考えております。 

ここ数年で見ればですね、役職定年等を機に退職する職員も増加し

て参りますので、その補充は計画的に実施していかなければならない。

職員の世代間に空白ができることや、いびつな年齢構成を作ることに

ならないように、長期的な視点から、財政難の中であっても定員の適

正化計画に基づきまして、必要な職員数の確保を行いながら、人件費

全体で支出抑制を努めていきたいというふうに考えております。 
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「議長」 

「山崎議員」 

今までも、人員不足等の役場の職員のことをお聞きはしとるわけで

すけれども、こういう形になると、なかなか積極的な採用とか、いう

のは難しいのかなというふうに思うんですけれども、やっぱこういう

形の情報が出てしまうと、やはり優秀な人材が役場に来てもらえるっ

ていうことまで、ちょっと危惧してしまいます。その辺のことを含め

て、人材を効率化するのもいいんですけど、業務に支障が出るんじゃ

ないかなと私は思うんですけど、その辺のことをどういうふうにお考

えなのか。あと、人材の確保ですね、今から先の。その辺のことを含

めてどうお考えなのか、お聞きしたいと思います。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

非常に難しい問題です。ただこれは０、１００で考えるんじゃなく

て、やっぱりそのバランスをとる。それは我々理事者、それから人事

担当の判断にはなりますけれども、職員のモチベーションを失わさず

に、かつ、我々もやっぱり身を切る痛みを覚悟しなければならないと

いう、これが大前提でございますので、両立できるような道を探って

いくというお答えしかできませんけれども、優秀な人材は是非確保し

たい。ただし、スリム化した中で、人数も抑制した中やっていくとい

うお答えになります。 

「議長」 

「山崎議員」 

言われたように難しい問題だろうと思うんですけれども、やはり人

材の確保、優秀な人材の確保というのは、もう町の行政運営にとって

必要不可欠なものだろうと思うんで、その辺のことはしっかり考えな

がらやっていただきたいというふうに思います。 

じゃ次、続いての質問に移りたいと思います。 
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支出を当然ながら抑制して、出るお金を少なくするという考え方、

もちろん大事なんですけど、商売人で考えると、利益を出すっていう、

財調を作るっていう、利益を出すという部分に関してはもう当然なが

ら売上げを上げるか、経費を減らす、この２つしか答えがないわけで、

売上げを上げるという部分での歳入確保ですよね、財源をどういうふ

うに今後、歳出は当然抑制しながら運営する。で、財源をどうやって

今から確保していくのか、財源が当然確保できれば、歳出も当然、考

え方も楽になるわけで、歳入の確保財源をどういうふうに確保してい

こうと、今後、考えられているのかお聞きしたいと思います。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。先ほど言いましたように、なかなか依存財源、交付税とか、

そういったものにつきましては我々が及ばないところもありますの

で、自主財源であります例えば町税の収入、これをどう安定化させて

いくのか、当然これが健全財政の基盤になるものでありますが、実際

はですね人口減少が続く中で、大きな企業誘致等がない限り税収を大

幅に増加させることは難しいと考えています。 

一方で、納税率を上げるということにつきまして、滞納整理ですね、

につきましては、行政の公平性の見地からも引き続き強力に実施を実

践をしたいというふうに考えております。 

それと、議会でも度々御指摘をいただいておりますふるさと納税で

すね、この対応につきましては、制度設計とかこれまでの実情につき

ましては今まで何度も御説明しましたので重複は避けたいと思います

が、基本的には答弁してきたように、可能な限りふるさと納税が増加

できるような対策を引き続き実施して参りますし、また企業版ふるさ

と納税に関しても、協賛をいただく企業への働きかけ、対象となる事

業の情報発信など、獲得に向けて積極的な行動を起こしたいと考えて

います。 

ちょっとここでふるさと納税についての私の考えを述べさせていた
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だきたいと思いますけれども、ふるさと納税というのは、経費を差し

引いた、寄付額の約半分がですね、町の自主財源となりまして、通常

の町税のように、地方交付税の算定の中で割り落とし、減額がされる

ものではありません。また、返礼品が一旦ブームになりますと、多額

の寄付金を一挙に集めることができるために、自主財源としては非常

に強力なものでございます。つまり、ふるさと納税で多額の寄付金を

集めることができる自治体は余裕のある財政運営が可能であると。

我々のようにこの財政問題できゅうきゅうとすることはないわけで、

同じですね、中山間地域の市町村においても、魅力のある返礼品があ

るかどうかで新たな格差を生じさせているというふうに私は思ってお

ります。このように、国が作った制度で、地方自治体同士を過剰に競

争させる、ひいては、そのことによって地方全体を疲弊させるという

状況は、本町のように脆弱な財政状況の小規模自治体を更に生み出す、

更に厳しい状況に追いやるという要因となりますので、将来的に見て、

国土の均衡ある発展とは相反するものと思われます。 

是非、国にこの思いを届けて是正していただきたいというふうに考

えております。 

「議長」 

「山崎議員」 

先ほど町長も言われたように、再々、ふるさと納税のことについて

は、議会側からも要望なり質問なりをしていると思います。町長言わ

れたようになかなか返礼品頼みっていう、もちろんそういう部分がす

ごく強いんですけれども、やっぱり弱いですよね、うちの町、すごい

弱いなというふうに思ってますんで、その辺も制度的な問題は、今、

町長言われましたが、今、有利な財源であることは間違いないわけで

是非その辺も力を入れていただいて、少しでも財源となるよう考えて

いただいたらというふうに思います。 

すいません、ちょっと前後するんですけど、先ほどちょっと聞きた

いところで私が聞きたいことがちょっと抜けてまして、もう１回遡る
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んですけどちょっとよろしいですか。 

先ほどの公的経費の部分のとこの質問なんですけど、指定管理する

建物とかいろいろあると思うんです。松野町が。指定管理料の見直し

をする気があるのかどうかということと、当然ながら多額の赤字補て

んを強いられている診療所の改革ですよね、そういうことについては、

はっきりしたことは今の時点で言えないのかもしれないですけど、ど

ういうふうな考えで、今からやっていこうとしているのか、お聞きし

たいと思います。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。松野町の特に観光でありますとか、農業でありますとか、そ

ういったところで大きな役割を担っていただいておりますそれぞれの

三セク、それに類するものがあるんですけれども、そちらのほうには

指定管理料年間に払っております。まず１つはですね、コロナ禍の非

常に厳しい時期をですね、その指定管理団体が切り抜けていただいて、

今、事業を継続していただいているということに心から感謝をしたい

と思います。 

そういった中で、ここ数年のですね、経営状況を勘案をして、もし

可能であればその判断の中で、指定管理料の減額も、これは将来的に

は取り組まなければならない状況なので、それを早めていただく、そ

ういった判断は必要であろうかと思います。 

一方でですね、もともと収益が上がらないのに、指定管理をしてい

ただいているというところがあります。そういったいわゆる公的な事

業につきましては、引き続いてやって、けど指定管理料は減らします

っていうことはできないと思います。そこら辺はその事業の性格、収

益事業と公益事業の判断をですね、しっかりとやっていきたいという

ふうに思っています。 

あと診療所なんですけれども、昨年度、今年度で経営コンサルを入

れまして、根本的に診療所の経営方針を見直していただいております。
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かなり医療スタッフの皆さんもですね、意識改革が進んでいるんでは

ないかなというふうに判断をしておりますけれども、このコンサルの

結論を見て、今後、持続可能な診療所がどういった形なのかというこ

とを根本的に判断をしていきたいというふうに思っています。 

ただこれはですね、３月に答申が出た、じゃあ４月からどうすると

いうものではありませんので、ちょっと最低でも１年間のこの準備期

間というものがありますけれども、議会にも御相談しながら、そして

ユーザーである町民の皆様にもお話をいただきながら、適切な方針を

見いだしていきたいというふうに思っております。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。 

診療所についてはコンサルが入ってるということは、議員も皆知っ

てるわけですけども、答申が出るのが今年度末ぐらいなのかなという

ふうに思うんですけども、コンサルの答申が出た時点で、ある程度、

長期的な改革のプランは、先ほど言われた様子を見ながらという部分

もあるんですけど、何らかのアクションはやっぱそこで起こさざるを

得ないというふうにお考えでしょうか。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

これからお話しする内容になろうかと思いますけれども、やっぱり

財政改革のための指針、プランというものは必要だと思います。その

中で、診療所のことは、今の赤字の主な要因の１つになっていますの

で避けてとおることはできません。全体の行政の健全財政堅持という

ところで、指針を出していきたいというふうに思っております。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。分かりました。続いての質問に移りたいと思います。 
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公共施設、遊休資産というんですかね、前は公共施設で使いよった

部分で今は使われてないというような部分が、何個かあるのかなとい

うふうに思うんですけど、それを整理するような考えというのはお持

ちでしょうか。 

「議長」 

「坂本町長」 

他市町の例なんですけれども、財政再生、財政再建プランの中で、

例えばプールとか体育館とか公園とか、そういったものを統廃合して

経費削減につながるという方策が示されておりますけれども、本町の

場合はですね、統廃合する公共施設がそんなに多くあるとは思ってお

りません。私が就任してから、松野南小学校の休校、森の国ホテル・

ロッジの民間譲渡、そして保育園の統合など、実施しておりまして、

他の合併で大きくなった市町と比べると、松野町の場合はスリム化は

できていると認識をしております。 

ただし、もう一度、施設の利用状況、費用対効果を精査をいたしま

して、統廃合や利用制限の対象となるようなものがないのか判断して

いきたいと思っております。 

また資産の売却につきましては、先ほど申し上げた森の国ホテル・

ロッジのほか、町有地、営林署の跡地とかため池の払い下げも実施し

ておりましたが、更に、町が当面必要とせず、そして売却の価値があ

る土地が、資産があるかどうか、これも検討して参りたいと思います。 

「議長」 

「山崎議員」 

ということは、その辺も含めて考えているという、資産の売却も考

えているということでよろしいですかね。 

はい。 

分かりました。はい。 

続いての質問に移りたいと思います。 

今回財源不足っていうことが、当然、露呈されたわけなんですけれ
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ども、これ単年度で予算が組めないって、当然、崩さないと、財調を

崩さないと、取り崩さないと組めないということなんだろうと思うん

ですけど、こっから先ですよね、ずっと、当然、住民はずっとこれか

ら先ここに住み続けるわけで、今回のこの財政難の部分、基金を取り

崩す部分というのが、今後、中期的にどういうふうな影響を及ぼすの

かなというのをちょっと僕らも心配しまして、その辺のことはどうい

うふうにお考えなのかお聞きしたいと思ういます。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

御指摘のとおりこのまま財調を取り崩していけば、基金が枯渇する

ことはもうこれ明らかでございますので、極めて深刻な状況であるこ

とは間違いありません。ただ、行政サービスが低下をしないように、

かつ、持続可能な松野町財政運営が構築できるように、この努力は最

善を尽くして参りますので、今ここで、じゃあどうすれば基金の減少

を食い止めることができるか、ということは明言はできません。ただ、

これからね、議員の皆さんも一緒に知恵を出していただいて、汗をか

いていただきながら、必ずや妙案といいますか、我々ができる努力の

方向性があると思いますので、それを着実に実行していきたいという

ふうに思っております。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。 

こういう形で財政難ていうのが露呈して、それに対して今、対応し

ているということなんだろうと思うんですけれども、やっぱ何かこう、

数値的な目標とか、こういうふうにしていくぞ、みたいな指針とか、

ロードマップっていうんですかね、僕もちょっとよく分からないんで

すけど、そういう、なんか役場の職員の中でも共有するような目標値

みたいな部分、ここまでしたらね、よくやった。ここまで頑張ろうみ
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たいな部分というのが、数値的なものをしっかりとした目標というの

があれば大分違うんじゃないかなと思うんです。 

その辺の部分というのは、当然、今の時点では言えないかもしれな

いですけど、今後、予算編成していく上で、そういうふうなロードマ

ップ的なものを、役場の職員と共有するような指標というものを作る

ことは考えられてますか。 

「議長」 

「坂本町長」 

当然、それを策定しなければ、財政再建のめどは立たないというふ

うに思っております。 

今後の交付税算定数値、なかなか予測するのは難しいんですけれど

も、交付税等の推移を十分に予測をしながら、確実な指標を設定した

再建計画を策定して、そのロードマップに従って着実に進めていきた

いと思います。 

ただし今はですね、議員も言っていただいたとおり、令和８年度当

初予算の編成作業にまずは専念させてください。その査定の中で、じ

ゃあこの財政悪化の要因はどんなものがあるのか精査して、これまで

の町政運営の中で何が足らなかったのか。それから、他市町と比べて

何が劣っていたのか、どうすれば再建ができるのか、国や県に対して

何を要望していくのか、いろんな課題が浮かび上がってくると思いま

す。 

当初予算成立後、来年度の早い時期からそれを俎上に上げまして、

議会と情報共有し、また町民の皆様にも適宜公開をしながら、実効性

のあるロードマップを作成し、それに従って財政健全化に努めて参り

たいと思います。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。 

今、町長言われたように、是非、それは必要だと私たちも思ってま
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すので、時間がかかるのかも分からないですけど、やっぱそこはしっ

かり議会、町の職員も含めて、共有できるようなものを作っていただ

きたいというふうに思います。 

続いての質問に移りたいと思います。 

交付税の算定のところに、下がる理由として、人口減とか、いろい

ろ言われましたけれども、毎年毎年、財政規模が調整基金を取り崩さ

ないと組めないっていうっていうことは、今の松野町の自治体に合っ

た財政規模を超えた財政出動をし続けてるんじゃないかというふうに

思ったりするんです。単純な論理なんですけど私の場合は。それって、

また、そういう今の松野町に合った財政規模にしないと、またどこか

で無理がくるのかなとかいろいろ考えるんです。それが町長さんにお

かれては、もうそれが適正って言われて、財源だけが不足していると

言われたらそうなのかもしれんのやけど、ただ単純に何年もこういう

のが続くっていうことは、その辺も含めて今の規模に合った財政運営

をしなくちゃいけないっていうことも言えるのかな、というふうに思

うんです。 

専門家ではないので、その辺のことはよく簡単なことは言えないの

かも分からないんですけど、その辺どういうふうにお考えなのかお聞

きしたいと思うんですけども。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

この点はですね、私も町長に就任して以来、財政規律ということを

大事に考えてきたつもりであります。ほかの市町と比べて、うちが突

出して、例えば箱物を連発したとか、この庁舎はね、以前から計画し

て、計画的に財源の確保もしながら作ったものでございますけれども、

それ以外で、何か大きな体育館とか文化ホールを作ったとか、あるい

は、すごく大きなイベントをしたい。収支を度外視したようなそんな

収支計画を立てたとか、いうことは、私はしてきたつもりはありませ
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ん。身の丈に合った、あるいは町民の皆様からとったら、多少こう不

満が残るといいますか、もっとやってくれというような意見が出るぐ

らいの町政運営だったというふうに思っております。 

そういった中で、身の丈に合った小規模自治体の運営をしていなが

ら、収支が悪化するというのは、これは人のせいにするつもりは全く

ないんですけれども、やっぱりこの国の、自治体、小規模自治体に対

する向き合い方がちょっとおかしいんじゃないかなというふうに思っ

ています。 

さっき言いましたように、みかんとか海産物とかが取れる所につい

ては、ふるさと納税でどんどん自分で稼いでいきなさいと。じゃあそ

れを持ってないところはどうするんですか。 

あるいは、今、２拠点居住ということを国が盛んに言われておりま

すけれども、関東近郊の、例えば山梨県とか群馬、栃木県との我々と

似たような規模の市町村と、そして松野町と競争できるわけがないん

ですよ。 

そういった中で、各市町村に知恵比べ知恵を出せと言いながら、一

層その地域内での格差を拡大するというような国の在り方について、

私は、強く異議を申し上げたいというふうに思っております。 

ここで、じゃあうちは競争から下りるということは絶対できません。

やっぱり、そんな中でもできることはやらなければなりません。けれ

ども、そういったところで、じゃあ実際に、お隣の鬼北町さんであり

ますとか、同じように財政が厳しい上島町さんでありますとか、そう

いったところと比べてですね、じゃあうちはここはいけんやないかと

か、ここはもうちょっと我慢せないけんやないかというところが、こ

れからの分析の中で出てくると思いますので、それらを踏まえた財政

再建の指針を作っていきたいというふうに思っております。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。 
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今、町長言われたように、うちの町自体がもう交付税頼み、間違い

なくそれ事実でして、国の方針によって大きく変わるということだろ

うと思うんですけれども、やはりそういう中で、先ほど言った財源の

確保の部分で、やはり国への働きかけとか地元選出の国会議員とか、

やはり信頼関係を構築して、どんどんやっぱりそういう声を上げてい

ってもらいたい、そういうふうに地域にも目を向けてもらいたいとい

うことをしていただきたいと思うんですけども、当然、今までもやら

れているというふうには思うんですけど。その辺もっとしっかりやっ

てほしいっていうふうに、いち議員としては思うんですが、どういう

お考えでしょうか。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

国や県の補助金、交付金を獲得するためには、まずその情報をです

ね、いち早く正確にキャッチする必要性があります。特に最近はです

ね、国から県、県から市町村へというルートを通らずに、各省庁ある

いは、各機関がですね、ホームページで公募をして、それに市町村が

手を挙げるというような補助事業も大変増えております。このため職

員には常にアンテナを高くして、有利な制度や事業を見逃さないよう

に指示をしているところでございます。 

一方で、今、議員が言われましたように、そのような補助金とか交

付金は人気がありますんで、市町村間でどうしても獲得競争が起きて

しまいます。これを勝ち抜くにはですね、やっぱり日頃から中央政界

でありますとか、各省庁との信頼関係を構築しておくことが重要とな

っております。これは私の本当に大きな務めでございますけれども、

同時に各議員さんもですね、松野町の中で、しっかりと町民の皆さん

に目を向けていただくということは、もちろんとても重要ですけれど

も、そういった県議会、国会、そういった議員さんにも、信頼関係そ

れぞれ個人対個人の信頼関係を築いていただくことが、松野町にとっ
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ても非常に有益なことになりますので、その点はお願いをしていきた

いというふうに思います。 

「議長」 

「山崎議員」 

はい。 

もう、今、言っていただいたんで、是非、そういうふうな動きをし

ていただきたいというふうに思います。 

時間が残り少なくなってますんで、すいません１問目に入れておい

たひきこもりについては、次の機会に質問したいと思います。 

町長就任してから、今回３期目なんですけれども、１期目に豪雨災

害、２期目にコロナ禍、３期目に財政危機と順風にいっている任期は

ないなというふうに私も感じておるんですけれども、もうこういう状

況になった以上、町長がやっぱりリーダーですから、町民は町長に委

ねてるわけですから、しっかりとした財政再建プランを立てていただ

いて、それをみんなで共有しながら、それに向かって一緒にやってい

くということだろうと思うんですけども、引き続きしっかりとしたか

じ取りをお願いするしか私たちもないんですけれども、そういうこと

でよろしくお願いしたいということです。 

最後に、ちょっと一言だけ、挨拶をさせていただきたいと思います。 

今日は、本当に厳しい財政について厳しい質問をしたのではないか

なというふうに私は思ってるんですけど、我が松野町はもう人口３４

００人の本当に小さな自治体です。町長も言われたように、財政を健

全化するには、避けては通れない課題を解決するしかないと思ってお

ります。 

当然その中で、今までと同じような町民サービスの維持っていうの

は難しい部分もあると思いますし、ある程度の我慢が必要なのかなと

いうふうにも思っております。こうした厳しい状況の時こそ、行政と

議会が本当に一体となって、お互い痛みを分かち合うような改革を進

めていく必要があるんではないかなというふうに思ってます。 
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これは本当に今はピンチです。しかしピンチではあるんですけども、

今までやってきた事業や行政の体制を根本から考えるいい機会じゃな

いかなというふうに私は思っております。こういう時でないと大きな

改革はできないのかな、というふうにも思ってまして、今後、町がし

っかり、もう本当に財政改革を進めるのであれば、先ほども言ったよ

うに、議会も同じ方向を向いて、同じ覚悟をしてやっていこうという

ふうに私たちも思っております。そのことを最後に申し上げらしても

らって、私の質問を終わりたいと思います。 

何年先になるか分からないんですけれども、あの時はしんどかった

けど、良くなったよねっていう時が来ることを信じております。 

じゃあちょっと。それについて。最後に。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。私からもちょっと答弁の最後を締めくくらさせていただきた

いと思います。 

松野町は、御承知のとおり、２０年前の平成の大合併に加わらずに、

結果的にではありますけれども、単独自立の道を歩んで参りました。 

その当時から財政面を危惧する声は町内外から聞こえてきたわけで

ございますけれども、この２０年間、単独の自治体として存在価値を

発揮できていたんじゃないかなというふうに思います。そしてその間

の町の理事者、議員さん、着実に堅実に本町を発展させていただいた

というふうに思っております。 

一方で、想像を超えるスピードで進展する少子高齢化、過疎化の波

に翻弄されて、今ほど申し上げましたように、地方交付税に頼る財政

運営の脆弱性、こういった事態を招いてしまいました。町民の皆様に

はですね、御心配をおかけしたこと、大変申し訳なくおわびを申し上

げたいと思います。 

今回の財政悪化は、この２０年間の町政の中で最大の危機ともいえ

ますが、山崎議員御指摘のとおり、町の身の丈に合った財政運営に転
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友岡ふるさと創生課長 

換するチャンスとも捉えることができます。 

町制施行７０周年を迎えたこの年にですね、真に持続可能な森の国

松野町を創造する新しい一歩、これが踏み出せますように、議員各位

の御支援、御協力をお願いいたしまして、私の答弁を締めくくらさせ

ていただきます。 

ありがとうございました。 

以上で、山崎議員の質問を終わります。 

ここでしばらく休憩します。          （１０：３７） 

（休憩１０：３７ ～ 再開１０：４９） 

休憩前に引き続き会議を開きます。       （１０：４９） 

続いて、通告２番、山石恭助議員の一般質問を一問一答方式で行い

ます。時間は、答弁を含め６０分です。 

山石議員の質問を許します。 

「議長２番」 

「山石議員」 

ただいま、議長のお許しをいただきましたので、これから３問の、

通告どおり３問の質問をささしていただきます。 

最初にデマンドバスについて質問をいたします。 

まず１０月から、実証実行されておりますデマンドバスについて質

問します。現在実行運行されております「あいＢＵＳまつの」が、本

年１０月から、実証運行されておりますが、前回のデマンド交通との

違いと、まだ２ヶ月しかたっておりませんが、運行状況をお伺いしま

す。 

「議長」 

「坂本町長」 

ふるさと創生課長のほうから答弁いたします。 

「議長」 

「友岡課長」 

はい。それでは、御質問にお答えをいたします。 
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御存じのとおり１０月１日から、デマンドバスの実証運行を開始い

たしました。これは平成１６年、民間バス撤退の対策として、コミュ

ニティバスを運行したものが２０年来継続をしておりましたが、一定

の役割を果たした後、これまでも要望がありましたとおり、デマンド

方式を導入するという大きな変更を行ったものであり、生活に関わる

交通として、今回着手をしたものでございます。 

朝のコミュニティバス４路線の定時便を一部残しまして、午前１０

時からデマンド方式の時間帯として、両方の方式を併用したハイブリ

ッド方式という形で運行しているところです。 

前回の実証デマンド「モビ」につきましては、愛媛県の実証運行と

して行われましたが、現在運行中のデマンドと同じく乗り合わせのデ

マンド交通ということは同様ですけれども、運行エリアを今回全町に

したことや、町内のタクシーをその時は利用しておりましたが、今回

コミュニティバスの使用車両を使ったことなど、予約受付の仕組みや

乗降場所の設定、運行の日時などが少しずつ異なっております。 

今回は、その際の点を課題を踏まえた上で、全町エリアとした実証

運行をスタートしているところです。 

状況ですが、２ヶ月を経過した実績につきましては、朝の定時便部

分と１０時以降のデマンド部分、それぞれ増減がありますけれども、

大まかに申し上げますと、２ヶ月のトータルを見たところ、これまで

のコミュニティバスに近い利用人数で推移しておりますが、１０月は

デマンド運行が無料月間という特別な月であったことや、これまでと

異なる利用形態や目的で乗っている方もありまして、今後更に現況分

析を行っていくこととしております。 

今、映像のほうを出していただいておりますが、概要として御覧を

いただけたらと思います。左のほうが、それぞれＡ、Ｂ、Ｃエリアの

状況でございまして、１０月、１１月のみではございますけれども、

Ａエリアが地図にありますとおり、蕨生、奥野川と吉野の一部ですけ

れども、全体で、平日が５．５人、土曜日が０．９人ということで、
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全エリアにいえますけれども、やはり平日の利用が多いという状況で

す。そしてＢエリアが、そこに松丸、延野々、豊岡後、豊岡前、吉野

を中心としたエリアですが、平日は１３．５人、土曜日が３．３人、

そしてＣエリアが富岡、上家地、目黒エリアですけれども、それぞれ

平日が４．６人、土曜日が２．９人ということで、人数、細かいとこ

ろまだ分析できておりませんのは、放課後児童クラブのこれまで独立

したバスを置き換えていたりとか、あと利用形態が異なった方がある

ということでまだ、コミュニティバスの方がそのまま利用されている

状況でないことも把握できておりますので、現状ではまだ詳細な分析

がないという前提です。 

そして、地図のほうの見方といたしましては、ちょっと赤い点があ

るんですけれども、それぞれ小さい点が２回までの利用、３０回以上

のところが大きい赤丸ということで、赤丸の分布が、利用者の居住し

ているところで、利用の状況を概要で見れるような地図となっており

ます。 

そして薄いグレーのところは、バス停の半径３００メートル圏を目

安として表示しておりますが、これは言わば路線を利用する大体の目

安のエリアとして見ていただこうというもので、今回は自宅までお迎

えに行くということですので、全町がエリアになっている、そういっ

た点が１番大きい点かと思います。 

概要につきましては以上でございます。 

「議長」 

「山石議員」 

はい。今の説明で運行状況はよく分かりました。 

続きまして現在まで運行して問題点や改善点があれば、その点につ

いてお伺いします。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 
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この２ヶ月間実証実験をやって参りまして、出てきた課題、問題と

しましては、やはり予約というひと手間が今回必要になったという点

が挙げられます。そのために、今回予約手続に慣れていただくこと、

そして一般のタクシーの利用とはちょっと違うんだということを理解

していただくことが必要であろうかと思います。 

既に定期的に利用していただいている方は、決まったルートや決ま

った時間帯での利用が多いので、ある程度、予約手続きや料金支払い

などにも慣れていただきまして、スムーズな運行ができてるように思

います。また、運行側につきましても、利用者登録でありますとか予

約の受け付け、配車そして実際の運転など、各業務についても概ね円

滑に進められているところでございます。 

一方で、依然として周知が行き届いてないということを感じており

まして、今まで１０部落での町政座談会や町内３地区での説明会、広

報やチラシの配布等を行いましたが、まだまだデマンドのことを知ら

ないっていう方もおられました。特にこれまでコミュニティバスを運

行していない地区の方が、利用が低迷している状況にありますので、

今後も周知と利用促進に努めて参りたいと思います。 

以上です。 

「議長」 

「山石議員」 

はい。 

今、説明を受けまして、地域によって利用者ばらばらのようですが、

自宅まで来てくれる上、今までのような待つ時間がなくなり便利にな

ったという人が多いようです。私も利用しまして、便利になったなと

思います。 

ただ一方で、スマホを使うのが不慣れと先入観を持っておられる方

がまだまだ多いのではないかと思われます。地域を回って丁寧に周知

をすれば、まだまだ利用者は増えると思います。今までのコミュニテ

ィバスと比べたら本当に便利です。そういうことで周知の点をもう少
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し考慮してもらい、続可能な運行ができるものにしてもらいたいと思

います。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

山石議員には実際に御利用いただきまして、ありがとうございます。 

御指摘の予約の件なんですけれども、今、電話予約とウェブと二本

立てで対応しておりますが、スマホからのウェブにつきましては、最

初はとっつきにくいんですけれども一度操作を覚えると、大変便利だ

ったという感想もいただいておりますので、何らかの形で操作説明会

を行っていきたいと思っております。 

また一定の運行期間を経て、これから利用者の方を中心にアンケー

トを取っていくことにしておりますので、今後の状況を含めて、現況

分析を行いまして、来年の、令和８年の１０月からの本格運行に備え

たいと考えております。 

山石議員に評価していただいたとおりですね、この「あいＢＵＳま

つの」は、使い方によってはとっても便利な移動ツールになると私も

確信をしております。利用者を町全域に広げて、身近な足として気軽

に使っていただくことにすることが、事業の継続につながると思いま

すので、議員各位におかれましても、是非、御利用の上、町民の皆様

へ周知、普及に力添えをいただいたらと思います。 

よろしくお願いいたします。 

「議長」 

「山石議員」 

はい。 

今言われたように、やっぱし周知が徹底させたらまだまだ利用され

る方が多いと思いますので、またよろしくお願いいたします。 

続きまして２番のＢＢＱハウスについて質問します。昨年６月にも

質問しましたＢＢＱガーデンについて質問いたします。 
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前回、利用状況を質問した際、「令和５年度には、個別の申込みをい

ただいたお客が前年度比１５３％増と、徐々にバーベキュー利用を中

心に、施設の存在が浸透していき始めている。まだまだ伸ばせる状況

にある。もっと皆様に利用してもらい、利用しやすい商品の開発に取

り組む」との答弁をいただきました。 

その後の改善状況をお伺いします。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。ふるさと創生課長のほうから答弁いたします。 

「議長」 

「友岡課長」 

はい。それでは、利用状況等について私のほうからお答えをさせて

いただきます。 

現在の利用状況ですけれども、ＢＢＱハウスには５つの区画が設置

されておりまして、それぞれ区画ごとに区切って利用ができる仕組み

となっております。 

利用された区画数につきましては、令和６年度が２６件、本年度は

１１月末現在で３９件となっております。またバーベキューコンロな

どの機材を持たずに、貸出し利用ができるわけですが、それらを利用

された方は、４割程度ということとなっております。件数として、本

年度は昨年度よりも利用が多い状況ではありますが、年間を通じた件

数としてはまだまだであると考えております。 

利用のしやすい商品開発とまでは至っておりませんが、虹の森公園

のほうでも、先日バーベキュー事業者とともに、バス会社の訪問を行

いまして、ツアー企画の相談に行って参りました。今後、各方面に周

知を図っていただくこととなっておりますが、取り組みとしては、こ

れからでありますので、森の国ファーム全体として、今後の利用を延

ばす方策を検討して参りたいと考えております。 

以上です。 
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「議長」 

「山石議員」 

はい。 

せっかく作ったものですから，いろいろな企画をしたり、ＰＲをし

て周知をしてもらいたいと思います。 

それでは続きまして，今の状態で採算がとれていますか、との質問

をした際、「需要にこたえるだけのシステムを作り上げたい。ＢＢＱガ

ーデンを捉えるだけでなく、虹の森公園全体でＢＢＱガーデンを位置

付けて、ここでの集客をほかの施設にも波及させる。集客がかごもり

市場とかレストランのお客を、逆に、ガーデンのほうに引っ張ってく

るというような有機的な連携ができれば、全体的にこの収支の安定は

図れるというふうに思える。」と、答弁をいただきました。その後の改

善状況をお伺いします。 

「議長」 

「友岡課長」 

はい。 

収支の安定方策についてでございますが、虹の森公園全体で、ＢＢ

Ｑハウスとの連動、波及効果を上げるということで、収支を改善する

という全体的な計画であります。これは森の国ファームとしましても、

トマトハウス、ＢＢＱハウス等を合わせた、集客を図るということが

必要でありまして、虹の森公園と一体的に取り組んでおりますが、ま

だ道半ばといった状況であります。懸案となっております人員配置と

あわせて、今後、体制の改善を図って参りたいと考えているところで

す。 

以上です。 

「議長」 

「山石議員」 

はい。今の質問ですが、現在の虹の森公園の人員は足りておるんで

すか、どうですか。 
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議 長 

「議長」 

「友岡課長」 

はい。 

虹の森公園のスタッフ配置については、全体的におさかな館の飼育

員ばかりを中心に多少の退職者等もございますが、全体としては、運

営に支障のない範囲での雇用は確保できております。 

ただし、今、申し上げましたとおり、ＢＢＱハウスに専門のスタッ

フを配置したりという状況ではございません。今後の利用率向上のた

めにも、専門的な知識やノウハウを持つ民間事業者との連携等により

対応が必要と考えておりますので、そういった方向で検討したいと思

います。 

「議長」 

「山石議員」 

はい。 

今お聞きしまして、ＢＢＱハウスのほうにはなかなかスタッフが足

らないということですが、これからその辺も努力してもらって、是非、

そういう、ＢＢＱハウスの利用ができれますようによろしくお願いい

たします。 

続きまして、経営の体制はできているのか、メニューとか使用料、

スタッフ、器具、利用方法等は周知されているのか、との質問をした

際「せっかくできた施設ですので、もうこれを有効活用して、地域に

波及させるしかないと思う。管理している、まちづくり松野に任せっ

きりにするのではなく、例えば民間で活動されているバーベキュー協

会の皆さん、民間の事業者の皆さん、飲食店の皆さん、そういったと

ころに連携をきっちりしてまず利用率を上げていくということに取り

組んでいきたい。」との答弁をいただきました。 

その後の改善状況をお伺いします。 

「議長」 

「友岡課長」 
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はい。 

この施設、有効活用するために、民間団体や事業者、飲食店など、

広く協力体制を広げまして、連携していくということを検討して参り

ました。このうち、一部は実現し、団体の大規模な予約ですとか、バ

ーベキューを目的としたツアーの対応などが実施をされております。

しかしながら、利用率の向上を大幅改善にするには至っておりません。

先ほど申し上げました人員配置と団体との協力体制については、今後

も、協議検討して対応に当たりたいと考えているところです。 

「議長」 

「山石議員」 

はい。 

続きまして、ただいま説明を受けまして、全く改善されてない状況

にあると思います。またＢＢＱガーデンがレストランやかごもり市場

が離れており、使い勝手が悪いことやまちづくり松野の従業員の人手

不足などを考えて、このままＢＢＱガーデンとして営業するのではな

く、前回の答弁にもありました、バーベキューをはじめ様々なイベン

トに利用できる、雨天でも大丈夫な屋根つき施設という目的もあった

ようですから、多目的施設として使うお考えはありませんか。町長に

お伺いします。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

この施設、これまでもイベントの会場として使用したことがありま

して、適当な広さで屋根つきであるということもありまして、多目的

に使用ができる可能性は有しているというふうに思っています。大い

に活用すべきだと思いますけれども、一方でＢＢＱハウスとしても、

当初の目的を果たさなければならないというふうに考えております。

コロナ禍がやっと終息をしまして、虹の森公園の経営も昨年度から順

調に回復経営を伸ばしつつあります。もちろん人件費の増加や、施設
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の老朽化などの不安要素はありますけれども、西日本豪雨災害そして

コロナ感染症など、厳しい時代を乗り越えて、ようやく守りの経営か

ら攻めの経営へ転換する、舵をきるタイミングを迎えているというふ

うに思っております。 

私も１年前にこの、道の駅虹の森公園を運営する株式会社まちづく

り松野の社長を退任いたしまして、プロパーの吉田新社長にお任せを

しておりましたが、今吉田社長のもと、社員一丸となって社業の隆盛

に取り組んでいただいております。その中でですね、柔軟な発想と情

熱を持ってこのＢＢＱハウスの改善、そして御指摘のように、多目的

な利用の促進に着手されることを期待しておりまして、株主でありま

す町としても、可能な限りバックアップをしていきたいと思いますの

で、議員各位にも御指導いただきますようにお願いをいたします。 

「議長」 

「山石議員」 

今ありましたように、これから攻めの営業となるということですが、

その点、そういう目的でやってもらったらと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

続きましてキルターボードについて質問をいたします。キルターボ

ードについて、前回の答弁に対しての質問です。 

今後どのような利用を予定されているのか、学校の体育館での利用

の考えはないですか、解決策はありますか、との質問した際、「このキ

ルターボード、更に、有効活用しなければならないということで、日

本国内でもこの数少ないキルターボードを管理しながら、自然豊かな

フィールドを活用したクライミングやキャニオニングやトレッキン

グ、こういう、こういった数多くあるアウトドアコンテンツに全体的

に磨きをかけて、松野町の魅力を発信することで人材を確保する。確

保した人材が、キルターボードや滑床渓谷をフィールドとして、クラ

イミングを主軸に、アウトドアコンテンツや観光まちづくりの組織で

あるＤＭＯ、あるいは民間事業との連携、更に、旧町松野南小学校の
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活用を考えております。こういったところも連携しながら、その人材

を中心に、持続的なアウトドアスポーツの聖地化というものに取り組

んでいきたい。」という答弁をいただきましたが、その後の改善状況を

お尋ねします。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。これもふるさと創生課長のほうから答弁をいたします。 

「議長」 

「友岡課長」 

はい。 

キルターボードにつきまして、まず現在の利用状況について御報告

を申し上げます。 

キルターボードにつきましては、油圧式の傾斜を調整できる高機能

なクライミングボードで、近隣にない貴重な設備であり、現在コミュ

ニティセンターに設置をしております。 

利用に際しては登録が必要で、あわせて事前に施設の利用方法や安

全管理の説明を受けた後に利用できるようになっております。役場で

申請書を提出して使用する手順となっているところです。 

登録者は現在１６８人、うち町内の方が２０人という内訳となって

おります。 

使用状況につきましては、令和５年度が３０４人、６年度が１６１

人、年度途中ですが、本年度が５５人という状況になっております。 

前回の答弁におきまして、キルターボードの活用のみではなく、様々

なアウトドアコンテンツに磨きをかけ、人材確保を行う。それにより、

アウトドアスポーツに取り組むことをお示ししておりましたが、現段

階でその中核を担う人材が配置できておりません。地域おこし協力隊

として、アウトドア観光振興事業という分野で募集をしておりますが、

採用に至っていないところです。本事業においては、人材確保は必須

であると考えますので、何とか人材を確保して、事業の推進を図ると



－ 42 － 

 

 

２ 番 山 石 

議 長 

２ 番 山 石 

 

 

 

 

 

友岡ふるさと創生課長 

議 長 

友岡ふるさと創生課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いうのが必要であると考えております。 

以上です。 

「議長」 

「山石議員」 

是非、人材を確保して利用できるようにしてもらいたいと思います。 

続きまして、今後はどうされるのか見通しをお伺いします。 

インストラクター不在で、あまり使用しないキルターボードをこの

ままコミセンに設置したままでは、災害時の避難所の妨げになるし、

移動するにも費用がかかり、補助金が出ているので処分もできないと

いう状況で、今後の対応をお尋ねします。 

「議長」 

「友岡課長」 

はい。 

御質問にもありましたとおり、人材の確保が重要であると考えてお

ります。専門のインストラクターが企画し、指導、普及させていくこ

とで、町内外にこの施設の魅力が広がっていくというふうに考えてお

ります。しかしながら、依然としてそういった体制が取れていないと

いう状況でありますので、別の活用策も図っていかねばならないと感

じております。具体的には、まず地域での認知度向上、利用促進を図

っていくことが重要であると考えておりまして、町内在住の登録者の

力も借りながら、体験会やＰＲイベントなど利用者の裾野を広げる取

り組みが必要ではないかと思います。また、指導体制が整うのであれ

ば、小中学生の体験機会を設けることも有効でありまして、できるだ

け多くの方に関心を持っていただける取り組みを進めて参りたいと考

えております。 

なお、キルターボードは現在コミュニティセンターに設置している

ところですが、有効に活用できる体制が整えば、改めて設置箇所の検

討を行いたいと思いますが、大型の施設でありますので、慎重に検討

して参りたいと思います。 
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いずれにいたしましても、この高機能なキルターボードを有効に活

用していくために、様々な方策を講じて参りたいと考えておりますの

で、御理解、御協力をお願いできたらと思います。 

以上です。 

「議長」 

「山石議員」 

はい。よく分かりました。 

繰り返しになりますが、昨年は使用者が１６１人、本年が５５人と

いうことですが、ほとんど使用されとるような状況ではありませんが、

繰り返しになりますが、有効活用するためには、人材確保が先決だと

思います。 

設置場所も以前から旧松野南小学校に移動したらという話が出てお

りましたが、町長のお考えをお聞きします。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。御指摘ごもっともだと思います。 

キルターボードの導入の時にですね、スタッフを永続的に確保する

ということ、そして設置場所の精査、こういったことが検討が不足し

ていたということで、反省をしております。 

このキルターボードはですね、全国的に見ても、先進的な機能を持

つすぐれた機材でありますので、しかし一方で今現状では、宝の持ち

腐れという御批判もあろうかと思っています。また設置場所について

も、コミュニティセンターではちょっと今、支障が出ているのが実情

でございます。 

御指摘のとおり、このキルターボードは補助事業で整備した財産で

ありますので、簡単に処分することはできません。ですからどうすれ

ば有効活用ができるのか、誰がどこでどのように管理をしていくのか、

なるべく早く結論を見いだしてですね、議員各位にも御相談をしてい

きたいと思いますので、御指導を続けてお願いを申し上げます。 
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「議長」 

「山石議員」 

はい。そのようにしてもらったらいいんじゃないかと思いますので、

またよろしくお願いします。 

いろいろ質問しまして、いろいろと回答ありがとうございました。 

ＢＢＱガーデンについてもキルターボードについても、検討します

との回答をいただきました。答弁をいただきましたので、今後とも注

視していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上で、私の質問は終了いたします。 

以上で、山石議員の質問を終わります。 

続いて、通告３番、芝勇樹議員の一般質問を一問一答方式で行いま

す。時間は、答弁を含め６０分です。 

芝議員の質問を許します。 

「議長３番」 

「芝議員」 

ただいま議長のお許しをいただいたので、通告どおり一般質問をさ

せていただきます。 

まずはじめに、子育て支援について質問いたします。 

私はこれまで地域の活動を通じ、多くの子育て世帯の声や生活実態

を見て参りましたが、今日はその現場感と松野町を見据えた視点から

質問させていただきます。 

１つ目に、お祝い金制度廃止による松野町のイメージの変化につい

て、質問したいと思います。 

まず、昨年度まで実施されていた出産祝い金制度についてお伺いし

ます。 

御承知のように、本町では、昨年度まで第１子、第２子１０万円、

第三子５０万、第４子が７０万円、第５子１００万円と子どもが増え

るほど手厚くなる仕組みがありました。この制度は、金額以上に、松

野町は子育てを応援している大家族を歓迎しているという大きなメッ
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セージ性があったと思います。しかし、本年度から制度がなくなり、

変わって妊婦支援給付金１０万円、出産世帯応援事業、最大３０万円

と変更されました。もちろん新しい制度にも意義はあると思います。

しかし、子どもが増えるほど歓迎される町という印象は薄まったので

はないかと、多くの町民から率直な声をいただいています。 

財政が厳しい状況も理解しています。しかし、だからこそ人口減少

に直面する今は、未来への投資を止めてはいけないのではないかと思

います。 

この点について、町としてどのように受け止めているのか、お伺い

します。 

「議長」 

「坂本町長」 

ふるさと創生課長のほうから答弁いたします。 

「議長」 

「友岡課長」 

はい。それでは芝議員の御質問に対し、お答えをいたします。 

若干、制度のことも含めて長くなりますが説明をさせていただけた

らと思います。 

御質問の件は、昨年度まで松野町定住促進条例の中で定めていた制

度でございます。現行条例は、平成２６年度に制定され、翌２７年度

か出産祝い金が追加されました。昨年度までの１０年間で１１８件の

祝い金の申請を受け付けております。第１子、第２子の１０万円から、

第５子以上の１００万円まで、全国的に見ても早くから特徴のある祝

い金制度を打ち出してきたところであります。 

芝議員の言われるとおり、この１０年間子育てを応援する制度とし

て、若い世代に向けた町の支援姿勢のひとつとして、強くアピールで

きたのではないかと感じております。 

しかしながら、本条例が６年度末で期限を迎えることとなっており

ましたため、条例の延長を検討する中で、これまでの交付状況を整理
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分析し、制度の重複点や財政負担も考慮した結果、制度を見直すこと

といたしました。 

これまでの実績ですが、構成比ごとに見てみますと、少子化の時代

ということだろうと思うんですが、第１子、第２子の実績が７０％と

１番多くなっており、続いて第３子が２０％、第４子が６％、第５子

が３％といった交付状況になっております。特に、第３子以上の祝い

金の金額も魅力的でありましたため、政策イメージアピール効果が高

いものであったと思います。 

町では、令和５年度より県と市町が連携して事業を実施する愛媛人

口減少対策総合交付金制度による出産世帯応援事業を実施しておりま

したが、令和７年度より、県事業である出産世帯応援事業の見直しが

行われまして、より手厚い支援が行えることとなったということと、

両事業の目的が同じ視点であること。また、町単独事業から県補助事

業に移行するということで、財源の確保が図られるということから、

これまでの定住促進条例で運用していた出産祝い金を廃止し、出産世

帯応援事業への一本化を図ったところです。 

改正前は、出産祝い金の制度も並行してありましたため、出産世帯

応援事業では、補助限度額を１０万円相当に設定しておりましたが、

県の補助要綱の見直しにより、若年層の出産を促し若年世帯への手厚

い支援を行う観点から、補助限度額を夫婦ともに３５歳以下の若年世

帯には３０万円相当、３６歳以上の世帯については２０万円相当を交

付することで、第２子までの助成については、これまでの同等、もし

くはそれ以上の制度となっているところです。 

また、改正後の定住促進条例では、引き続き１件当たり１００万円

の定住住宅建築奨励金、同じく１０万円の結婚祝い金を設定しており

ます。特に、定住住宅建築奨励金は定住に直結する奨励措置であるこ

とや、将来にわたり固定資産税の収入にもつながるなど、事業効果、

持続性が高い制度であると考えております。御指摘いただきましたと

おり、人口減少対策としての未来の投資を惜しんではならないという
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３ 番 芝 

議 長 

考えは全く同感であります。ただ、町として効果的な制度であること

はもちろん、財政上の視点、将来に向けた持続性など様々な面から検

討して制度を見直していくことも必要となっております。その上で、

今後も人口減少対策、定住促進対策を進めていくという方針には変わ

りありません。これまで同様に、国や県の動向も踏まえながら、小さ

い町ならではのきめ細やかな子育て支援策を検討して参りたいと考え

ておりますので、御理解をいただきますようお願いいたします。 

以上です。 

「議長」 

「芝議員」 

ありがとうございます。 

この県事業との一本化で、第２子までは、同等以上ということはよ

く分かりましたが、第３子以降については、以前より弱くなってると

思いますが、その辺はどのようにお考えですか。 

「議長」 

「友岡課長」 

はい。 

先ほど申し上げましたとおり、確かに第３子以上の支援についてな

くなったということで、印象的には、そのことが削減されたアピール

が低くなったという印象を持たれるのも確かかと思います。 

実績で申し上げるばかりではいけないんですけれども、１０年間の

実績で先ほど７割と申し上げましたが第１子、第２子が、件数に申し

上げますと１１８件のうち第３子が２３件、相当数おられますが、第

４子が７件、第５子につきまして４件ということで、１０年間の実績

を踏まえまして、より多くの方に適用される制度に集中させるという

ことを選んだということで、政策上の方針を転換しました。 

そういうことで、御理解をいただけたらと考えております。 

「議長」 

「芝議員」 
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ありがとうございました。 

次にこの事業の見直しをする際、子育て世帯や若い夫婦の声を聞か

れて検討されたかどうかお伺いします。 

「議長」 

「友岡課長」 

はい。 

具体的にはそのような調査、アンケートは行っておりません。 

当然交付させていただいた時は、喜んでいただいたり、ありがたい

という御意見は受けておりましたが、廃止する際に、廃止すると出産

の動向にどう影響するか、どういう位置づけがあるか、そういったこ

とを受益者といいますか、子育て世帯に問合せをアンケート調査をし

たということではなく、もう、町のほうで方針を決定して政策として、

試算いたしました。以上です。 

「議長」 

「芝議員」 

ありがとうございます。 

子育て世帯の負担感は、もう数値に出ることはなかなかないのです

が、実際に声を聞かないと分からない部分が多いと思います。町とし

て子育て世帯の声を把握する簡易的なアンケート調査など、実態を把

握する取り組む検討をしていただけたらと思うんですが。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

子育て世帯に限らずですね、松野町は３５００人の小さな町でござ

いますので、一人一人の御家庭の事情等も健康状態も含めて、把握が

可能だというふうに思っています。特に子育て世代につきましては、

将来の松野町を担う貴重な人材でございますので、役場で全体で推進

している地域包括ケアシステム、この中で、若いお母さん方、あるい

は子ども本人のいろいろな考えを、是非、町政の中に取り組みたいと
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思っております。 

今、具体的に御指摘のありましたアンケートにつきましては、それ

が１番効率がいいのかどうか、ちょっと内部で判断をさせていただい

て、何らかの形で町民の皆さんが意見を寄せていただくようなことを

していきたいというふうに思います。 

「議長」 

「芝議員」 

ありがとうございました。次の質問に移らせていただきます。 

産後ケア等おむつ券の実際に使いづらい状況についてお伺いしま

す。 

町では産後ケアの補助を行っていますが、利用できる施設は、宇和

島市内２ヶ所のみです。町内で子育てするお母さんたちにとって産後

の不安定な時期に、宇和島まで移動するハードルは非常に高いという

声も多く聞きます。またおむつ券についても、町内の利用可能店舗は

２店舗のみで、取り扱うおむつの種類が限られるなど、使い勝手が悪

いといった声も耳にします。 

一方で近隣市町、宇和島、鬼北町では、助産院と委託契約し、訪問

型の産後ケアを９割補助で利用できる制度があります。本来１万円か

かるサービスが千円で受けられ、産後の負担が格段に軽くなる仕組み

です。 

このような制度を、松野町でも同様の仕組みを導入するお考えがあ

るのか、お伺いします。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。保健福祉課長のほうから答弁をいたします。 

「議長」 

「山﨑課長」 

失礼します。 

まず資料を御用意しましたので、そちらに基づきまして産後ケア事
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業について少し御説明をさせていただきたいと思います。 

こちらの産後ケア事業につきましては、生まれる前から妊娠、出産、

子育てを支援いたします母子保健事業の中の１つでございます。 

出産後の退院直後に支援が必要な母親と子どもを対象にしまして、

サービスの利用を通じて、母親の心身のケアや育児のサポートをする

ことにより、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図るこ

とを目的としまして、国の事業ガイドラインに則り令和２年度から実

施をしておるものでございます。 

一般に母親の身体的な回復と心理的な安定を促進し、育児に関しま

す不安や生活上の困り事など、専門的な指導やケアが必要な時期とさ

れますのが産後４月未満とされております。ですので、こちらの事業

につきましては、産後４月未満の母親及びその乳児、で、更に産後に

心身の不調や育児不安等がある、あるいは、御家族等から家事や育児

の十分な支援が受けられないといったような方を対象に、母体の管理

ですとか生活面の指導、心理面のケア、乳児の発育、発達や体重、排

せつの観察及び健康管理、そのほか、在宅におきまして、育児に関し

ます相談、助言等を宿泊や日帰りの形で御利用いただけるものとなっ

ております。 

次のページをお願いします。 

こちらの産後ケア事業につきましては、施設、設備、また人員等の

基準に加えまして、先ほど申し上げたサービスを実施できる体制を整

えられた病院、診療所または助産所等を運営します事業者に委託をし

て実施をしておるものでございます。 

次のページをお願いします。 

なお、この産後ケア事業の利用回数につきましては、区分ごとにそ

れぞれ７回まで御利用がいただけるものとなっておりまして、１日当

たりの利用料につきましては、宿泊型が３万円、日帰り型が１万５千

円となっておりまして、それに対します御利用者さんの負担が宿泊型

で３千円、日帰り型で１千５００円となっており、多胎児の加算であ
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りますとか、所得状況に応じました利用者負担の減免措置を設けてお

るものでございます。 

以上、こちらが概要になりますが、それを踏まえましてこの産後ケ

ア事業の現状としましては、本町が宿泊型、日帰り型の委託をしてお

ります事業所は、宇和島市内の総合病院と民間の診療所の２ヶ所のみ

となっております。またそのうちの民間診療所におかれましては、助

産師等の人員の確保の都合がございまして、現在は受入れができない

といった状況でございまして、実質使えますのが宇和島市内の総合病

院１ヶ所のみという状況となっております。 

このように委託先ですとか対応のほうが限られておりますのは、本

町やまた圏域だけの課題ではございませんで、実は県内全域でも同様

な状況となっておるものでございます。そういった課題解決に向けま

して、今年度も県全体で産婦人科医会、あるいは助産師会などともで

すね、協議を進めておりまして、ちょうど実は先月にも対象者の方に

対しますニーズ調査のほうも実施したところでございます。ただ、ま

だ制度の利便性の改善には至ってないというところです。 

特に御指摘のございました、助産院等によります訪問型での支援に

つきましても、圏域内でも対応が可能な事業者が非常に限られますの

で、まだ実施時期等の明言ができる段階ではございませんが、先ほど

申し上げましたニーズ調査の結果を踏まえながら、本町でも利用でき

るように、今後、検討や調整を進めて参りたいと考えております。 

なお所管外にはなりますが、おむつ券につきましても、子育て世代

への支援、経済的支援というだけではなく、町内の事業所さんにも子

育て支援に御理解と御協力をいただくことで、地域全体で子育てを支

援していくということも目的としておるところでございまして、子育

て支援に限らず行政サービスだけでは届かない部分ですとか、あるい

は足りないところにつきましては、御家族はもとより、地域社会全体

で支え合うというまちづくりの基本にも照らしたものでございますの

で、御理解と御協力をお願いいたします。 
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以上です。 

「議長」 

「芝議員」 

ありがとうございました。 

現状や課題については理解しますが、せっかくの制度ですので、誰

もがどこでも使える、使い勝手のいいユニバーサルな制度となるよう、

是非、前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

最後に、移住定住施策とも関連しているのですが、出生数が減り続

ける中、松野町が生き残る道は、子育てがしやすいまちとして選ばれ

ることだと思います。多くの方が安心して、子育てができる環境、サ

ポートがあるまちを求めています。 

先ほどの祝い金のメッセージ性、産後ケアを含めた生活のしやすさ、

こうした要素は移住の判断にも直結します。単に制度を並べるだけで

はなく、松野町は本気で未来に投資するまちだ、という姿勢を打ち出

すことが、人口減少の局面の今こそ必要ではないでしょうか。松野町

の未来を作るのは、これから生まれてくる子どもたちです。そしてそ

の子どもたちを支えるお母さんお父さんたちだと思います。どれだけ

財政が厳しくても、未来への投資だけは後回しにしてはならないと私

は考えております。 

選ばれるまちになるための子育て施策、移住・定住施策を是非、是

非とも進めていただけるよう要請し、質問を終わりたいと思います。 

「議長」 

「坂本町長」 

今ほどの選ばれる町ということにつきましては、私も役場をあげて

取り組まなければならないというふうに思っています。 

先ほどの山崎議員の質問の中でもお答えしたんですが、なかなか市

町村格差というのがありまして、松野町を選んでいただくにはちょっ

とハードルが高いという現実あります。 

ほかの例えば、大都市近郊の町とかそういったところと比べると、
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どうしてもハンディはあるんですが、だからといって移住を止めるわ

けにはいきません。この移住政策ですね、今まで、いろんな移住政策

をしてたんですが、数打てば当たるというようなやり方もやってきた

んですけれども、もっとこう絞り込んで、実際にこの松野町に来てい

ただく人にフォーカスをしたような移住政策に転換をしていきたいと

思います。 

そのためには、我々がしっかりとこの松野町を愛するということ誇

りを持つということが大事だと思いますので、その点につきましても、

議員各位の御協力をお願い申し上げまして答弁といたします。 

ありがとうございました。 

よろしいですか。 

はい。 

以上で、芝議員の質問を終わります。 

続いて、通告４番、大内義昭議員の一般質問を一問一答方式で行い

ます。時間は、答弁を含め６０分です。 

大内議員の質問を許します。 

「議長５番」 

「大内議員」 

はい。議長のお許しをいただきましたので通告書の内容で一般質問

をさせていただきます。 

松野町の上水道の耐震化について質問いたします。 

まず、町内の水道管の耐震状況についてですが、水道施設は町民の

快適な生活に直結する重要なインフラです。今月に入っただけでも、

横須賀や沖縄で水道管の老朽化で耐久性が低下し、破損リスクが大き

い旧式管が原因と思われる漏水事故が発生しています。また、先日は

蕨生部落でも、水道管の漏水事故が発生し、鈴井、真土の皆さんには

大変御不便をおかけしました。関係者の皆さんの努力のおかげで３日

で仮復旧ができ、昨日、本格復旧いたしました。一旦、漏水事故が発

生すると復旧までにある程度の時間がかかってしまいます。 
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そこで、町内全域に水道が設備されていますが、そのうち耐震化さ

れている配管はどのくらいあるのかをお尋ねします。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。 

まず私のほうからもですね、今回の断水によりまして、蕨生部落の

鈴井地区、真土地区の皆様に大変御不便をおかけしたこと、おわびを

申し上げます。 

それでは答弁につきましては建設課長のほうから申し上げます。 

「議長」 

「井上課長」 

はい。それでは大内議員さんの御質問、町内全域に水道が整備され

ておりますが、そのうち耐震化されている配管はどれぐらいあるかに

ついて御答弁させていただきます。 

資料の１番を投影していただければと思います。 

はい。こちらは松野町簡易水道施設の整備状況を年代別にまとめた

ものでございます。 

本町では、現在５つの水道施設と９つの浄水場、そして総延長１２

２．２キロの管路をもって、各家庭や事業所様へ水道水の供給を行っ

ております。そのうち、御質問の管路の耐震化、管路、管の道と書い

て管路と言いますが、管路の耐震化について御説明申し上げます。 

まずこの管路についてなんですが、大きく３つに大別をしておりま

す。その種類とは、まず上からいきますと水源から上水道までの導水

管、浄水場から配水池や給水場までの送水管、配水池や給水池から各

家庭や事業所の皆様への給水をする配水管の３つとなっております。

資料の中の管路延長については、この３種類を合計して表示をしてお

りますが、総延長１２２．２キロに対しまして、整備から４０年以上

経過した管路、あるいは、古くて管路の整備年度が不明なもの、これ

の占める割合が、全体の４６．９％、延長にして５７．３キロを占め
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ているところでございます。この数値は管路の老朽化対策が、重要な

課題であることを示しておるところです。このような状況の中、耐震

化が図られている管路は、表の中で目黒簡易水道施設に括弧書きで書

いておりますが、これが耐震化されている管路ですが、１２．２キロ

です。目黒簡易水道施設の全体では４４．６％、松野町全体の管路に

パーセントを合わせますと、１０％の耐震化率となっているところが

現状です。 

以上答弁終わります。 

「議長」 

「大内議員」 

はい。ありがとうございます。 

町内の水道管の約９割が耐震化されてないということですが、現状

を詳しく説明いただきありがとうございます。 

資料１のとこでですね、２０年以上、３０年以上、４０年以上、不

明、２０年未満とありますけど、１０年間隔で約２０キロから３０キ

ロの敷設工事が２０年以上の場合はされています。 

しかし近年の２０年については、実施が１０キロとペースが落ちて

ますが、何か理由は考えられますか。 

「議長」 

「井上課長」 

はい。現在年間約２０件ほどは管路が破損して修繕を行っておると

ころですが、現在のところ、会計上の耐用年数４０年としておるとこ

ろでございますので、現在のところは、部分的な改修をしながら管路

を維持しているという状況なので新たに規模を大きく、管路を改修し

ているような状況にはなっておりません。 

以上です。 

「議長」 

「大内議員」 

はい。直しながら使っているという状況が理解できました。ありが
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とうございます。 

次に松野町水道事業経営戦略が立てられていると思いますが、その

目標に、「まずは豊岡前浄水場から役場本庁までの配水管の耐震化を進

める。」とありますけど、その事業、年間どのくらいのペースで何年か

かるのか、計画の内容と現在の進捗状況をお尋ねします。 

「議長」 

「井上課長」 

はい。ただいまの質問について答弁させていただきます。 

まずこの松野町水道事業経営戦略についてでございますが、現在あ

る戦略につきましては平成３１年の３月に策定をしたものでございま

す。計画期間を平成３０年度から令和１０年度までとしている計画で

す。この戦略について少しを御説明申し上げますが、まず現状分析を

しておりまして、給水人口や水需要の現況、料金体系の概要や策定時

における経営分析を行っている計画です。 

また将来推計として、給水人口が令和１０年には策定当時から比較

して８６０人減の３１６８人になるとの推計をしておるところです。

それに伴う水需要が減少して、それが給水人口の減少に対してどうい

う経営の影響があるかっていうものを予想しているところです。ちな

みに給水人口、計画策定時よりは、現在、緩やかな人口減少のカーブ

になっているというところは申し上げておきます。そしてその上で、

住民の皆様に豊かで正常な水を、安全にかつ安定して供給する使命を

果たすための経営方針ということで定めております。その基本方針に

基づきまして、管路や施設の更新に関する投資や修繕の計画、そして

財政の計画を策定しているところでございます。 

その中の投資財政計画では、先ほどの答弁の中の図表でもありまし

たように、昭和２９年度から平成２０年度までに整備された松野町簡

易水道の更新というのを定めております。 

その中でも旧松野簡易水道、この施設なんですが、豊岡前、豊岡後、

松丸、延野々の計１２８０世帯で町内最大規模の給水区域をカバーし
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ておるところでございますが、この管路が昭和２９年度から昭和５７

年度に整備された最も古い施設でございます。したがいまして、管路

の老朽化の影響もあり、近年漏水量も多い施設でございます。特に、

豊岡前浄水場及び松丸浄水場の管路に関しましては、漏水の値を示す

有収率、この表では７０％になってるんですけど、細かく分けると６

５％から８５％になっておりまして、約３割の水を途中の配水管の管

路の中で、漏水が出ているというような状況です。適正な施設管理と

水源の確保のため、ここの更新の整備を計画しているということにな

ります。 

それでは、現在の進捗状況について御説明申し上げます。経営戦略

の見直しと更新工事の２つの視点で説明させていただきます。 

まず１つ目の経営戦略の見直し、こちらについて説明申し上げます。 

これから、将来にわたって安全、安定的に水道水を供給するには、

やはり管路や水道施設の更新工事、これに限ります。またこれにつき

ましては、巨額の費用が持続的に投資をしていくっていう必要があり

ます。令和４年から令和５年にかけて、まずは、従来の特別会計方式

でこの水道事業会計を運営していたんですが、こちらを公営企業会計

方式へ移行する作業に取り組みをしました。そして令和５年度より企

業会計方式に導入をしたところです。これは従来の特別会計方式では、

主に現金の出入りですね、現金の出入りに焦点を当てた会計方式でし

たので、水道事業の真の経営状況とか、特に将来的なリスクを把握す

ることが不十分な会計方式でございました。そこで、公営企業会計へ

移行することによって、民間企業と同様の発生主義、物が起きた時に

対して会計が動くという発生主義と複式簿記を採用することによりま

して、正確な水道原価計算と経営状況の把握、経営状況の可視化です

ね、こちらでできるようになりまして、あわせて計画的な資産管理が

行えるということが可能になります。老朽化対策への備えを実現しな

がら、独立採算制を基本とした持続可能な事業運営体制の確立に取り

組める環境を整えることができました。そういった会計方式をまず変
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えていく。 

次に２点目に、更新工事の進捗についてですが、先ほど御説明をし

ました公営企業会計の導入によりまして、現在の経営状況や経営体力

の中で、どれぐらいの耐えうる投資計画ができるかというのが把握す

ることができました。これをもちまして令和７年度、今年度より早速

更新工事に着手をしたところでございます。具体的な内容としまして

は、第１期工事としまして、先ほど申し上げました豊岡前浄水場から

役場本庁、そして重要給水施設や防災拠点施設を経由して、吉野生支

所や中学校など、まずは２３キロについての整備を計画をしておりま

す。その中で着手をしているのが、まずは豊岡前浄水場から役場本庁

間の配水管、メインの配水管を３．５キロについて着手をしたところ

です。なお、着手しておりますこの豊岡前浄水場から役場本庁までの

工事は、現在のところ、令和１９年までの１３年間の予定をしており

ます。現在着手しております豊岡前浄水場から役場本庁までの総事業

費につきましては、６億５千万円を見積もっているところでございま

す。この事業の実施に伴う財源の確保、重要な財源の確保についてで

すが、現在のところ、国の補助制度である生活基盤近代化事業を活用

して実施を予定しておりまして、補助率は全体の工事費の約４０％、

そして補助の残りの６０％につきましては、過疎対策事業債７０％交

付税還元がある借金、町の借金ですね、また、公営企業債を充当する

予定としておりまして、効率的な事業の執行及び、水道事業会計の均

衡を保って参りたいと考えているところです。あわせて、平成３１年

３月に策定しました、現在ある経営戦略につきましても、簡易水道事

業が、先ほど申し上げましたように公営企業会計に移行したことから、

内容の更新の作業をしているところでございます。 

今後、順次予定される全町規模での管路や水道施設の更新工事など

の投資計画や、それを実現可能なものとするための簡易水道事業の経

営基盤の確立に努めて参りたいと考えているところです。 

以上、答弁終わります。 
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「議長」 

「大内議員」 

はい。水道事業が独立採算制に移行された経緯のほうは理解できま

した。 

それと、まず豊岡前浄水場から役場本庁まで耐震化することは災害

時に最も重要な給水施設が役場本庁になるので、計画どおり最優先で

お願いしたいと思います。ですが、役場本庁まで３．５キロを令和１

９年までの１３年間ですかね、の予定だと年間２００メーターちょっ

とぐらいということなんですけど、それで１３年がかかるのもちょっ

となかなか長いなという気はします。 

まず第１期工事としての豊岡前浄水場から役場本庁、重要給水施設

や防災拠点施設を経由して、吉野生支所や中学校、それが２３キロあ

るんですけど、その工事完了予定は８０年後ぐらいになってしまいま

す。その間ずっと直しながらという状況になりますけど、その予定で

８０年後ぐらいの予定を目指しているということでしょうか。 

「議長」 

「井上課長」 

はい。 

先ほど御説明した中で水道事業特別会計、こちらについては、独立

採算制を基本とすると御説明させていただきました。 

現在の給水人口によりまして給水量によります収入、そして先ほど

御説明申し上げました国の補助金、そして起債地方債を借りた場合の

返済の度合い、それに対しましての工事がどれぐらいのボリュームで

できるかっていうところで、現在経営をしております水道事業の企業

会計の中でプラスマイナスの均衡を保つという点で言えば、現在当初

計画している、スピードでしか工事が進まないというところになりま

す。したがいまして、水道事業会計収入というのは、水道料の収入が

主なものになってきます。そういったところで、今のところは均衡保

った中での計画、それで約４０年はかかるという計算をしているとい
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うところになります。 

以上です。 

「議長」 

「大内議員」 

はい。説明ありがとうございます。 

安全で清潔な水を安定的に供給するというのは、町民にとっては優

先順位が高い事業だと思いますので、計画の確実な実施をできれば前

倒しでお願いしたいと思います。 

次の質問ですが、１９６０年代まで使われていたのが鋳鉄製の旧式

管ですけど、この旧式管が耐用年数を経過して、漏水事故のリスクが

考えられます。もちろん今回の耐震改修には、耐用年数が長い新管を

採用されると思いますが、耐震改修に採用予定している新管の耐用年

数、何年ぐらいなんなのかをお尋ねします。 

「議長」 

「井上課長」 

はい。ただいまの御質問、耐震改修に採用する新管の耐用年数につ

いて御説明申し上げます。 

まず新管、どのような素材を採用するのかっていうのは、いろいろ

な素材の比較をさせていただいておるところです。その上でポリエチ

レン管というのを採用するわけなんですが、これこのポリエチレン管

の耐用年数と採用に至った優位性、こちらについて御説明を申し上げ

ます。今回松野町の管路の耐震改修工事で採用を予定しているポリエ

チレン管につきましては、耐用年数で言いますと、先ほど公営企業会

計を採用してるって言ったんですが、地方公営企業法の施行規則によ

る配水管の法定耐用年数としては４０年でございます。これはいわゆ

る減価償却していく年数です。ですが、これは今ほど申し上げました

ように、減価償却の年数なんですが、実際ですね、多くの自治体で既

に採用している自治体あります。多くの自治体や厚生労働省の参考資

料によりますと、実使用耐用年数とか更新基準として、６０年に設定
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している例が多くあります。更にはですね、ポリエチレン素材の特性

やメーカーさん、そして協会等の厳しい試験条件に基づく検証実績で

は、１００年以上の長期耐久性があるよということが確認をされてお

ります。このことについては、今後の簡易水道事業における資産管理、

減価償却において将来の更新費用を大幅に削減できるメリットがある

と認識をしているところです。 

また、特性についてなんですけど、高い柔軟性から屈曲に強い、非

常に強い特性があるとされてます。地震による地盤の変動や液状化現

象に対しても十分な耐震性が確保できるとされています。記憶にもあ

ります２０１６年の熊本地震におきまして、震度６強以上の観測した

地域で敷設をされていたポリエチレン管１４７．７キロにおいてはで

すね、地震による被害は確認はされておりません。 

更には、土壌の腐食性や電気化学的な影響、赤水と呼ばれるさびの

発生もない、対腐食性があります。また食品容器にも使用される素材

でございまして、水道水への溶出物が極めて少なく、水質の衛生性に

もすぐれております。また、更には、非常に素材が軽いため、運搬や

取扱いが簡単、施工能率が向上されると考えております。このような

優位性を持ってですね、採用させていただいております。 

また施工の価格につきましても従来の鋳鉄管よりも、直接工事費で

１割から３割、安価になることを考えております。 

そういったいろいろな特性を踏まえ、今回、管路にポリエチレン管

を採用することとしたところです。最大おっきな管径が２００ミリ、

２０センチですね。それから、いろいろな１５０ミリとか１００ミリ

とか、管路の場所によって使い分けていくということを計画しており

ます。 

以上です。 

「議長」 

「大内議員」 

はい。ありがとうございます。 
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ただいまの説明で耐震性については、もう熊本地震で実証済みとい

うことで、耐久性や施工性、価格などで総合的に判断してポリエチレ

ン管が選ばれたということなんで、よく分かりました。ありがとうご

ざいます。 

次に耐震化を進める上で、水道料金改定の検討についてですけど、

まず、県内各市町の水道料金、どのような状況になっているのか、あ

わせてまた近年の料金改定の状況についてお尋ねします。 

「議長」 

「井上課長」 

はい。それではただいまの大内議員の御質問、県内の各市町の水道

料金、また近年どのような改定状況になっているかを御説明させてい

ただいたらと思います。 

資料２をお願いいたします。 

はい。少し小さくて分かりにくくて申し訳ございません。御覧いた

だいたらと思います。松野町ちょうど中位に位置していると思います。

この水道料金なんですが、まずこれ水道法第１４条第２項第１号によ

りまして、能率的な経営の下における適正な原価に照らして健全な経

営を確保することができる公正妥当なものであると定められておりま

す。これは、水を供給するために日々かかる営業経費と施設、設備投

資や維持にかかる資本費用ですね、これを合わせた総括原価、全ての

原価を水道料金収入をもって回収するということになっております。

したがいまして、必要以上に高い値段を設定はできませんし、回収が

できないのは安く設定することもできないということになります。 

このことから分かりますように、各市町、何で差があるんだろうと

いうことは、やっぱりそれぞれ市町の様々な経営条件、水源が少ない

とか、逆に水源が近くにあるとか、面積が広い狭いとか、そういった

様々な水道経営をしていく中での経営条件で違いがありますので、自

ずとこのような料金の差が出ております。 

この図表では、比較しやすいように口径が１３ミリの水道管で、１



－ 63 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 番 大 内 

議 長 

５ 番 大 内 

 

 

 

 

 

 

坂 本 町 長 

ヶ月に２０立米を使った場合の料金を比較させてもらっています。 

松野町の水道料金は３千３２０円になっております。１番高いのが

６千１６円、島しょ部です。当然、水源が少ない、水源の開発にお金

がかかるんだろうなということが分かります。南予の中では、松野町

ですね、内子町に次いでの料金設定、安価な料金設定になっておりま

す。こういった状況が現在見て分かると思います。 

では県内の最近の料金の改正の動きについて御説明申し上げます。 

調べたところによりますと、令和５年に松山市と今治市、令和６年

に砥部町、大洲市、西予市が、そして令和７年に伊予市と松前町が料

金改定を行っております。また現在、西条市、今治市と八幡浜市にお

いて料金改定の動きがあるように聞いております。改定を行ったいず

れの市町、また改定の動きがある市町、それぞれ水道施設の老朽化に

伴う更新費用が増えてきている。逆に、給水人口の減少とか、節水意

識の醸成に伴う水道料金収入が減ってきている。更には、電気料金や

人件費等が増えてきております。このような要因が重なって、総括原

価が料金収入で回収できなくつつある、こういったあるいは、できな

くなった、こういった状況から健全な水道事業の経営基盤を確保する

ために、料金の改定が必要と判断されて実施されたものと思います。 

以上、答弁終わります。 

「議長」 

「大内議員」 

説明ありがとうございます。 

我が松野町も人口減に伴って水需要が減少し、水道料金収入も減少

方向だと思いますけど、水道管の耐震化は早期に実現して、実施して

いただきたいと考えています。そのために必要な資金は、先ほど言わ

れました使用者からの徴収する料金収入が元手になるかと思います

が、松野町で耐震化を進める上で水道料金改定の検討があるのかをお

尋ねします。 

「議長」 
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「坂本町長」 

その点につきまして私のほうから御説明をいたします。 

本町の水道施設、昭和２９年度から平成１０年度にかけて整備をし

たもので、先日の真土、鈴井地区の断水のように、経年劣化による不

具合が多発しております。加えて、南海トラフ大地震や近年、激甚化

頻発化しております風水害、これに備えるために水道施設の強靱化が

求められているところであります。今後、松野町全域に張り巡らされ

ました管路や町内各地に点在いたします浄水施設などを、計画的かつ

持続的に更新しなければなりません。その工事を施工するには、御指

摘のとおり多くの時間と費用を要することになります。 

また本町の人口推移は、長期的に減少傾向にあります。加えて、水

道普及率はですね、令和７年度において９９％、９９．９％という高

水準であるため、今後のこれ以上普及率が伸びることも、現実的では

ありません。人口減少に合わせて水道使用料は減少していく。更には

節水機器ですね、節水意識の向上もあります。そういった利用形態の

変化も予想されますので、水道の使用料は減少して、それに伴いまし

て、収益も減少することが予想されております。 

このような状況のもと、令和６年度の簡易水道事業会計を見ていき

たいと思います。 

次の資料、お願いします。 

御存じのとおり簡易水道事業会計は、公営企業会計方式を採用して

おりまして、独立採算性が求められております。 

まず日々の営業活動に関する収益的収支では、令和６年度では、２

千４００万の利益が出ております。一方で、施設整備や起債償還に関

する資本的収支では、これは赤字になるのが当然で１千３００万円の

不足となって、この差額の１千１００万円がいわゆる令和６年度決算

における黒字であります。その結果、利用資金として、現在１億８千

６００万円を積立てておりまして、令和７年度にも同程度の収支を見

込んでおりますので、健全な運営が保たれているという判断をしてお
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ります。これは特別会計で管理していた過去の決算状況も同様であり

まして、水道使用料につきましては、平成８年の料金改定から現在ま

で、３０年間その料金を据え置いているところであります。 

しかしながら、これからの本町の簡易水道事業の直面する課題とし

て、給水人口の減少、節水意識の向上による収入の減少、それと老朽

化対策や強靱化のための投資的経費の増加、この２つの要素から、収

支バランスは、次第にマイナスのほうに下振れするということが予想

をされております。 

次の資料をお願いします。 

簡易水道事業は、御指摘のとおり住民生活に必要不可欠なライフラ

インであり、将来にわたって安定的継続的に運営していくためには、

収支バランスの均衡を保つことが不可欠です。 

このため、今後、継続的に執行する更新事業の費用でありますとか、

給水収益の減少により、現行の簡易水道料金収入では、収支の均衡が

図れないと判断した場合には、料金改正について、利用者の皆様に与

える影響を事前に調査し、様々なシミュレーションのもと経営戦略を

策定しつつ、関係者と慎重に協議検討いたしまして、ここに表示して

おりますプロセスを踏みながら、料金改定に対する検討を進めて参り

たいと思います。 

また先ほどの山崎議員の一般質問でお答えしたとおり、現在、本町

は大変厳しい財政運営を強いられており、状況によりましては町民の

皆様に負担や我慢をお願いすることとなると想定されます。簡易水道

事業は独立した会計で、一般会計とはちょっと離れた位置にあります

が、仮に水道料金の値上げをするとなると、町民の皆さんに負担が増

えるということは、これは一緒でございます。このため、行政サービ

ス全般をトータルで考えて、どの事業を維持発展し、どの事業を効率

化の対象にしていくのか、総合的に判断をさせていただきたいという

ふうに思っております。 

つきましては将来にわたり、安心、安全な水道水の供給を持続する
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ための事業経営基盤を確立して参りますので、議員各位におかれまし

ても、引き続き御指導、御協力をお願い申し上げまして、答弁といた

します。 

「議長」 

「大内議員」 

はい。説明ありがとうございます。 

先ほどの今の答弁のとおり、先の料金改定の検討時には慎重に検討

され協議され、手順と段階を踏んでいただきたいと思います。 

独立採算制である松野町の水道事業は、私たち自身が守らなくては

なりません。 

耐震化され安全な水道施設は、現在生活している我々だけではなく、

次の世代に引き継ぐ財産になりますので、計画の確実な実施をお願い

して、私の質問を終わります。 

以上で、大内議員の質問を終わり、これで一般質問を終わります。 

（１２：１４） 

ここでしばらく休憩します。 

（休憩１２：１４ ～ 再開１３：３０） 

休憩前に引き続き会議を開きます。       （１３：３０） 

日程第４ 議案第６５号「松野町議会議員の議員報酬等に関する条

例の一部改正について」を議題とします。 

町長に提案理由の説明を求めます。 

「議長」 

「坂本町長」 

それでは議案第６５号「松野町議会議員の議員報酬等に関する条例

の一部改正について」提案理由を御説明申し上げます。 

この条例につきましては、松野町特別職報酬等審議会からの答申を

受け一部改正するものであり、議長、副議長、議員の報酬を、従前の

額からそれぞれ月額５万７千円ずつ引き上げるものであります。 

議員報酬改定の経緯でございますが、令和７年１月に特別職報酬等
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審議会の開催について、議会から御要望をいただき、３月に同審議会

を招集し、諮問を行ったところでございます。 

審議会におかれては、３月から８月まで計４回にわたって御審議を

いただき、今回の条例改正案と同様の答申をいただいたものでござい

ます。 

長期にわたりまして、熱心に御協議いただきました岡村委員長をは

じめ、特別職報酬等審議会の委員の皆様に対しましては、この場をお

借りしまして、お礼を申し上げたいと存じます。 

なお、条例は審議会からの答申を踏まえ、令和８年４月１日から施

行することとしております。 

以上、よろしく御審議を賜り、議決いただきますようお願い申し上

げます。 

これから、本案に対する質疑を行います。 

「議長３番」 

「芝議員」 

失礼します。 

先ほど提案理由を言われたと思いますが、財政難が取り沙汰されて

いるこの１２月議会に提案されたのは、金額と時期を含めて、妥当だ

と判断されて提出されたのと認識でよろしいでしょうか。 

「議長」 

「坂本町長」 

はい。提案者の立場から御説明をいたします。回答をいたします。 

審議会で十分に審査をしていただいて答申を受け取ったということ

であり、私としましては、それを尊重して本議会にあげたものでござ

いますけれども、御指摘のとおり松野町大変厳しい財政難でございま

す。その中でですね、やはりこの議会の議員のなり手の確保というこ

とは、どんなに厳しい財政状況であってもこれは手を打たなければな

らないという判断のもと、提案したということ、そして４月１日から

施行ということは、皆様、御承知のとおり令和９年の２月に議会選挙
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がございます。それまでに、実際に改正をしておくことが、議会議員

のなり手の確保につながると思いますので、そのタイミングからする

と、来年、令和８年の４月から施行することが妥当ということで、こ

の提案をさせていただきました。 

以上です。 

よろしいですか。 

はい。 

これで質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第６５号は、即決したいと思い

ます。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６５号は即決することに決定しました。 

続いて、本案に対する討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論～なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

「議長４番」 

「山崎議員」 

ただいま議題となっている議員報酬の改定案について、賛成の立場

から討論をいたします。 

私たちは、以前、設置していた議会改革特別委員会において、今の

議会というものの在り方について、全１７回、１年以上かけて審議し

てきました。 

今、先ほども言われました、町長が言われましたように、地方議会

のなり手不足が問題視されています。我が松野町においての議員報酬

は、３０年以上前の議員報酬よりも低い状態です。当然ながら県内最
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低、香川、徳島を含めて３県でも最低です。小規模自治体のある高知

を含めた四国内でも低位でございます。 

このままでは、なり手がいないという状況になり得る危険性があり

ます。 

なり手不足を少しでも解消するには、議員報酬の改定は必要との意

見が大半を占めておりましたが、当然、反対の意見も持たれている方

もおられました。いろいろな意見がある中で、上げるのか下げるのか

を含めて、金額並びに改定時期についても、私たち議員が決めるべき

ものではなく審議会に委ねる、との結論で、どうにか全委員の合意を

得ました。 

最終的には、当時の加藤議長に取りまとめてもらい、町長に提出し

てもらったものです。 

委ねた以上、私たち議員は、審議会の出された結論を受け入れるこ

としかできないと私は思います。 

今、財政問題が取り沙汰されております。そのような中での議員報

酬の改定です。当然、町民の皆さんから、批判や疑問の声が上がると

思います。だからこそ私は改めて言わせてもらいます。今後、歳出を

抑えるために、町長、副町長、教育長の特別職の報酬カットなどの必

要があると判断されるのであれば、私たち議員も同じように痛みを分

かち合う覚悟があります。 

町民にだけ我慢を押しつけるような政治であってはいけない。苦し

い時ほど、公的立場の人間がしっかりと覚悟を示すべきであると思い

ます。議員もその覚悟があるということを、この場ではっきりと申し

上げておきます。 

本案に賛成という意思ではありますが、今回の報酬改定案は、来年

の４月からの施行です。それまでには、重要な当初予算を審議する３

月定例議会というものがあります。そこでは、総務委員会での委員会

審査も行われます。その３月定例会では、議会のとるべき行動という

ものをしっかりと審議して参ります。 
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以上、議員の皆さんには、私の考えを御理解いただき、賛同してい

ただきたくお願い申し上げます。 

以上をもって私の賛成討論といたします。 

その他、討論ありませんか。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第６５号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、議案第６５号「松野町議会議員の議員報酬等に関する

条例の一部改正について」は、原案のとおり可決することに決定しま

した。 

日程第５ 議案第６６号「特別職の職員の給与及び旅費に関する条

例の一部改正について」から、 

日程第８ 議案第６９号「松野町会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の一部改正について」までの４議案を一括議題とし

ます。 

町長に提案理由の説明を求めます。 

「議長」 

「坂本町長」 

それでは議案第６６号から第６９号につきましては、令和７年人事

院勧告に伴う改正内容でありますので、一括して提案理由を御説明申

し上げます。 

議案第６６号「特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改

正について」及び議案第６７号「松野町議会議員に対する期末手当支

給条例の一部改正について」につきましては、特別職及び議会議員の

期末手当の支給割合を０．０５月分引き上げ、年３．５月分とする改

正を行うものであります。 

議案第６８号「松野町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正
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について」及び議案第６９号「松野町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部改正について」につきましては、それぞれ

期末手当及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ０．０２５月分引上げ、

期末手当を年２.５２５月、勤勉手当を年２．１２５月分とし、あわせ

て給料表について公民格差の解消として平均３．０７％を引き上げる

ものであります。 

また、通勤手当につきましても民間の支給状況を踏まえ、１０㎞以

上の距離区間で２００円から最大７千１００円引き上げるものであ

り、いずれも令和７年４月１日を適用日とするものであります。 

以上、４議案が、令和７年度人事院勧告に伴う条例改正案件であり

ます。 

よろしく御審議を賜り、議決いただきますようお願い申し上げます。 

これから、議案第６６号から議案第６９号までの４議案に対して、

一括して質疑を行います。 

（質疑 ～ なし） 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第６６号から議案第６９号まで

の４議案は、即決したいと思います。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第６６号から議案第６９号までの４議案は即決す

ることに決定しました。 

続いて、討論、採決を行います。 

この討論、採決は、議案ごとに行います。 

最初に、議案第６６号の討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 
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次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第６６号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、議案第６６号「特別職の職員の給与及び旅費に関する

条例の一部改正について」は、原案のとおり可決することに決定しま

した。 

次に、議案第６７号に対する討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第６７号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、議案第６７号「松野町議会議員に対する期末手当支給

条例の一部改正について」は、原案のとおり可決することに決定しま

した。 

続いて、議案第６８号に対する討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 



－ 73 － 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

坂 本 町 長 

議 長 

坂 本 町 長 

 

 

 

これから、議案第６８号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、議案第６８号「松野町一般職の職員の給与に関する条

例の一部改正について」は、原案のとおり可決することに決定しまし

た。 

続いて、議案第６９号に対する討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第６９号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、議案第６９号「松野町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決する

ことに決定しました。 

日程第９ 議案第７０号「松野町乳児等通園支援事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の制定について」を議題とします。 

町長に提案理由の説明を求めます。 

「議長」 

「坂本町長」 

それでは議案第７０号「松野町乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について」提案理由を御説明申し上

げます。 

この条例は、令和８年４月より全国で始まる乳児等通園支援事業に
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つきまして、事業を実施するにあたり、認可のための基準を定め、事

業実施の資格を付与するための条例の整備をするものでございます。 

その内容は、生後６ヶ月から満３歳未満の未就園児の育ちを応援す

ることを目的に、趣旨や定義、最低基準、一般原則のほか、実施しよ

うとする事業者の設備及び運営に関する基準等を条例化したものであ

ります。 

以上、よろしく御審議を賜り、議決いただきますようお願い申し上

げます。 

これから、本案に対する質疑を行います。 

（質疑 ～ なし） 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第７０号は、即決したいと思い

ます。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７０号は即決することに決定しました。 

続いて、本案に対する討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第７０号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、議案第７０号「松野町乳児等通園支援事業の設備及び
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運営に関する基準を定める条例の制定について」は、原案のとおり可

決することに決定しました。 

日程第１０ 議案第７１号「松野町消防団条例の一部改正について」

を議題とします。 

町長に提案理由の説明を求めます。 

「議長」 

「坂本町長」 

議案第７１号「松野町消防団条例の一部改正について」提案理由を

御説明申し上げます。 

この条例改正は、人口減少や少子高齢化、また、新入団員の減少に

より、地域防災力の要である消防団員の確保が困難となっている現状

を踏まえまして、将来にわたる地域防災体制の強化を図るため、総務

省消防庁が推奨しております「機能別消防団員制度」を導入するもの

であります。消防団を退団された方や元消防吏員の方を、火災や大規

模災害時の後方支援、情報収集など、活動内容や時間帯を限定した「機

能別消防団員」として条例に位置づけ、その処遇等について規定する

ものです。 

また、団員定数についても、近年の実情を考慮し、定数を実態に即

した人員数に見直しを行いたくあわせて御提案いたしております。 

よろしく御審議を賜り、議決いただきますようお願い申し上げます。 

これから、本案に対する質疑を行います。 

「議長７番」 

「赤松議員」 

本案は人口減少や少子高齢化により、消防団員の確保が厳しくなっ

ていることから、従来の消防団員のほかに、機能別団員制度を導入し

て、３分団に６名ずつの計１８名の機能別団員の確保し、従来の団員

不足を補っていくという内容のようでございます。 

今回導入の機能別消防団員の業務は、初期消火や火災時の後方支援、

それから大規模災害対応などとされておりますが、災害発生の非常時



－ 76 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷口防災安全課長 

議 長 

谷口防災安全課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

には、多数の団員が迅速に連携協力して対応しなければなりませんの

で、次の点についてお伺いをいたします。 

まず１点目でございますが、機能別消防団員制度の県内の導入状況

はどうなっているのか。 

２点目が、災害の種類や規模別等に応じて、既存の基本ラインと機

能別団員との役割や対応は明確にしておく必要があると思うが、どの

ように考えられているのか。 

３点目が、災害時でのスムーズな連携を図るためには、日頃から団

員同士の交流の場づくりが、大切だと思いますが、機能別団員の加入

後の対応についてお伺いをしたいと思います。 

以上、よろしくお願いいたします。 

「議長」 

「谷口課長」 

はい。 

まず、県内の状況でございますが、２０市町のうち、機能別消防団

を導入している市町は１５市町ございます。 

次に、機能別消防団が災害時に出動する種類の状況につきましては、

まず、先ほど町長が提案理由で申しましたように、火災、大規模災害

を想定しているところでございます。 

種類ということで、火災時も大規模災害時におきましても現場の活

動ではなくて、後方支援や、あと、避難所の運営等にも当たっていく

ような現場活動を想定しているものでございます。 

あと、入団後の団員の交流でございますが、この６名というのは、

分団ごとに６名ずつ設定をさしておりますが、現在のところ、部のほ

うで２名ずつ確保していただくように幹部会のほうではお知らせし

て、今後、団員の確保に努めておりますので、その２名は、各部に所

属していくようなことになりますので、その活動等においても、部ご

とに対応していただくような、交流していただくような形をとってい

きたいと考えているところでございます。 
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「議長７番」 

「赤松議員」 

今の説明で概要は分かったわけでございますが、今回の機能別団員

制度の導入に当たっては、最初のスタートが大切であると思われます。

そのようなことから、今ほどの説明がありましたように、各分団２名

ずつ、ということでの対応ということでございますが、やはり地域の

実情に合った、具体的なマニュアルといいましょうか、そのようなも

のを作成して、消防団員の実質強化に向けたやはりそれぞれの役割分

担を定めて、今後、進められるほうがよりスムーズにいくのではない

かと思います。 

そういうことで、そこら辺何かお考えがあればお聞かせ願いたいと

思います。 

「議長」 

「谷口課長」 

はい。言われるとおりでございまして、現在マニュアル等の整備も

まだできておりませんが、今後、募集する団員につきましては、元消

防団員とか、元消防吏員でございますので、その辺の活動等は熟知さ

れた方が多くありますので、その点も今後、幹部会等で協議しながら

活動していきたいと考えております。 

「議長」 

「赤松議員」 

はい。そのように考えて検討されておるということでございますの

で、ひとつ、十分に消防団員の幹部会とか、それから消防の委員会と

か、そこら辺で御検討願いたいと思います。 

以上で質問を終わります。 

ほかに質疑ありませんか。 

これで質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第７１号は、即決したいと思い
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ます。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７１号は即決することに決定しました。 

続いて、本案に対する討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第７１号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、議案第７１号「松野町消防団条例の一部改正について」

は、原案のとおり可決することに決定しました。 

日程第１１ 議案第７２号「工事請負契約の締結について」を議題

とします。 

町長に提案理由の説明を求めます。 

「議長」 

「坂本町長」 

それでは議案第７２号「工事請負契約の締結について」提案理由を

御説明申し上げます。 

重要文化的景観ガイダンス施設整備工事につきましては、令和７年

１１月２６日に指名競争入札を執行したところ、愛媛県北宇和郡松野

町大字松丸３９９番地、株式会社松野建設代表取締役、山口しおり氏

が落札をし、契約金額は、消費税を含め１億９４５万円であります。 

地方自治法第９６条第１項第５号及び、議会の議決に付すべき契約
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及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、契約の締

結について、議会の議決をお願いするものであります。 

以上、よろしく御審議を賜り、議決いただきますようお願い申し上

げます。 

これから、本案に対する質疑を行います。 

（質疑 ～ なし） 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第７２号は、即決したいと思い

ます。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７２号は即決することに決定しました。 

続いて、討論、採決を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第７２号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、議案第７２号「工事請負契約の締結について」は、原

案のとおり可決することに決定しました。 

日程第１２ 議案第７３号「令和７年度松野町一般会計補正予算（第

４号）」を議題とします。 

町長に提案理由の説明を求めます。 
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「議長」 

「坂本町長」 

それでは議案第７３号「令和７年度松野町一般会計補正予算（第４

号）」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

今回提案いたします補正予算は、令和８年４月から運用を開始いた

します旧伊予銀行松丸支店を改装したまちなか交流拠点施設用の備品

を整備するほか、株式会社松野町農林公社のトマトハウスで使用して

おります養液栽培装置の更新経費、令和３年度の水防法の改正に対応

したハザードマップの作成経費など、急を要する諸事業の補正を中心

に編成をしております。 

歳入歳出予算の補正額は、１千６１１万１千円を追加し、補正後の

予算総額を歳入歳出それぞれ４３億９千２１８万５千円にしようとす

るものであります。 

歳出補正予算の主なものについて、御説明申し上げます。 

まず人件費につきましては、人事院勧告や人事異動などの調整によ

り、職員給料などを合計で９４２万９千円追加をしております。 

次に２款総務費では企画費に、令和８年４月から運用を開始いたし

ます旧伊予銀行松丸支店を改装したまちなか交流拠点施設用の備品購

入費１８４万４千円を追加しております。 

次に３款民生費では国民年金事務費に、令和７年度税制改正に伴い、

国民年金システムを改造するための経費５７万２千円を追加するほ

か、母子福祉費に、国の定額減税施策の実施により対象者数が増加し

たことなどに伴い、ひとり親家庭医療費給付金の不足が見込まれるこ

とから１７５万８千円を追加しております。 

次に、６款農林水産業費では担い手育成対策費に、株式会社松野町

農林公社のトマトハウスで使用しております養液栽培装置が、経年劣

化により故障しているため、更新するための費用５８６万３千円を追

加しております。 

次に、９款消防費では災害対策費に、令和３年度の水防法の改正に
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対応したハザードマップに改訂するための費用３３３万３千円追加し

ております。 

これら歳出予算に対応いたします歳入予算としては、１４款国庫支

出金２２３万２千円、１５款県支出金８７万９千円、２０款諸収入８

３４万４千円、２１款町債のうち過疎対策事業債５８０万円を計上し、

最終の財源調整として１０款地方交付税のうち特別交付税を１１４万

４千円減額しております。 

以上、よろしく御審議を賜り議決いただきますようお願い申し上げ

ます。 

これから、本案に対する質疑を行います。 

（質疑 ～ なし） 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第７３号は、即決したいと思い

ます。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７３号は即決することに決定しました。 

続いて、本案に対する討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第７３号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 



－ 82 － 

 

 

議 長 

 

 

坂 本 町 長 

議 長 

坂 本 町 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

したがって、議案第７３号「令和７年度松野町一般会計補正予算（第

４号）」は、原案のとおり可決することに決定しました。 

日程第１３ 議案第７４号「令和７年度松野町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）」を議題とします。 

町長に提案理由の説明を求めます。 

「議長」 

「坂本町長」 

それでは議案第７４号「令和７年度松野町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

今回提案いたします補正予算は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ

６５万５千円を追加し、補正後の予算総額を５億４千３７５万９千円

にしようとするものであります。 

歳出予算の補正内容は、まず人件費については、人事院勧告に伴う

調整として、職員給料など合計で１９４万９千円減額をしております。 

次に７款諸支出金では、令和６年度における普通交付金及び特定健

康診査等負担金の確定に伴い、県支出金の既交付済額の超過分を保険

給付費等交付金返還金として２６０万４千円を追加しております。 

これらに対応する歳入予算としては、７款繰入金を１９７万２千円

減額するほか、８款繰越金６１万４千円、９款諸収入２０１万３千円

を追加しております。 

よろしく御審議を賜り、議決いただきますようお願い申し上げます。 

これから、本案に対する質疑を行います。 

（質疑 ～ なし） 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第７４号は、即決したいと思い

ます。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 
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異議なしと認めます。 

したがって、議案第７４号は即決することに決定しました。 

続いて、本案に対する討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第７４号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、議案第７４号「令和７年度松野町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）」は、原案のとおり可決することに決定しました。 

日程第１４ 議案第７５号「令和７年度松野町国民健康保険中央診

療所特別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

町長に提案理由の説明を求めます。 

「議長」 

「坂本町長」 

それでは議案第７５号「令和７年度松野町国民健康保険中央診療所

特別会計補正予算（第２号）」につきまして、提案理由の説明を申し上

げます。 

今回提案いたします補正予算は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ

７３１万４千円を追加し、補正後の予算総額を３億１千６１９万８千

円にしようとするものであります。 

歳出予算の補正内容は、人事院勧告に伴う調整として、一般職及び

会計年度任用職員に係る職員給料などの人件費を合計で７３１万４千

円追加しております。 

また、歳入予算では、７款繰越金を７３１万４千円追加しておりま
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す。 

以上、よろしく御審議を賜り議決いただきますようお願い申し上げ

ます。 

これから、本案に対する質疑を行います。 

（質疑 ～ なし） 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第７５号は、即決したいと思い

ます。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７５号は即決することに決定しました。 

続いて、本案に対する討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第７５号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、議案第７５号「令和７年度松野町国民健康保険中央診

療所特別会計補正予算（第２号）」は、原案のとおり可決することに決

定しました。 

日程第１５ 議案第７６号「令和７年度松野町介護保険特別会計補

正予算（第２号）」を議題とします。 

町長に提案理由の説明を求めます。 
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「議長」 

「坂本町長」 

議案第７６号「令和７年度松野町介護保険特別会計補正予算（第２

号）」につきまして、提案理由を御説明いたします。 

今回提案いたします補正予算は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ

７４９万４千円を減額し、補正後の予算総額を７億８千２５０万円に

しようとするものであります。 

歳出予算の補正内容は、人事院勧告に伴う調整として、一般職及び

会計年度任用職員に係る職員給料などの人件費を合計で７４９万４千

円減額をしております。 

また、歳入予算では、１款保険料６８万３千円のほか、３款国庫補

助金７３万６千円、４款支払基金交付金１００万９千円、５款県支出

金３５万円、７款繰入金４７１万６千円を減額をしております。 

以上、よろしく御審議を賜り、議決いただきますようお願い申し上

げます。 

これから、本案に対する質疑を行います。 

（質疑 ～ なし） 

質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第７６号は、即決したいと思い

ます。 

御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第７６号は即決することに決定しました。 

続いて、本案に対する討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

（反対討論 ～ なし） 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 
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（賛成討論 ～ なし） 

討論なしと認めます。 

これから、議案第７６号を採決します。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立 ～ 全員） 

起立全員です。 

したがって、議案第７６号「令和７年度松野町介護保険特別会計補

正予算（第２号）」は、原案のとおり可決することに決定しました。 

日程第１６ 「議会運営委員会の閉会中の継続調査の件」を議題と

します。 

お手元に配布のとおり、議会運営委員長から、閉会中の継続調査の

申し出があります。 

お諮りします。 

議会運営委員長からの申し出のとおり、承認することに御異議あり

ませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員会の所掌事務については、申し出のとお

り、閉会中も継続して行うことに決定しました。 

これで会議を閉じます。            （１４：１８） 

町長から閉会挨拶の申し出がありますので、これを許したいと思い

ます。 

「議長」 

「坂本町長」 

令和７年第４回定例議会の閉会に当たりまして、一言お礼の御挨拶

を申し上げます。 

議員各位には、活発な議論と慎重な審議を賜り、全議案、全会一致

で可決いただきましたこと誠にありがたくお礼を申し上げます。 

また一般質問答弁や議案説明の中でいただいた意見、指摘につきま
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しては、今後、議員の意向を十分に尊重して、担当部局で精査検討を

しまして、今後の事業の執行の参考にさせていただきたいと思います。 

特に財政健全化の取り組みにつきましては、痛みを伴ったものにな

ると思います。我々も身を切る覚悟を示しながら、町民の皆さんに御

理解と御協力をお願いするとともに、国や県に対しても支援を強く要

請しなければなりません。その際には、議会においても、私たち理事

者サイドと歩調を合わせて、ともに汗をかいていただきたいというふ

うに、お願い申し上げます。 

ひとつこの場を借りて、町民の皆様にお願いがあります。 

本日の議案第６５号「松野町議会議員の議員報酬等に関する条例の

一部改正」におきまして、議員報酬を１人５万７千円増額する提案を

し、承認可決いただきました。町の財政が非常に悪化している中での

提案であり、町民の皆様も意見が様々あると思いますけれども、私は

ですね、諮問をした特別職報酬等審議会の皆さんは、議員のなり手不

足の解消、これを非常に大事に考えていただいて、私もですね、これ

は財政が厳しい中でも取り組んでいかなければならないという判断を

したところでございます。提案をした責任は私にありますので、万が

一にも、委員さんに対しまして、誹謗中傷がないように御配慮いただ

くとともに、先ほどの議案審議の中で賛成討論でもありましたけれど

も、議会におかれまして、３月の予算審議、委員会付託の中で、更に、

この問題について真剣な態度を示しいただくというふうに期待をして

おりますので、町民の皆様そちらのほうも、注視をしていただきたい

と思います。 

早いもので、今年も残すところあと３週間足らずとなりました。日

増しに厳しくなる朝夕の冷え込みと同様に、我々行政も大変厳しい局

面を迎えておりますけれども、また町民の皆さんも物価高等に苦しめ

られていると思います。その中で、今年の流行語大賞は、高市総理の

「働いて、働いて、働いて、働いて、働いて参ります」という言葉で

ありまして、これは総理大臣としての責任感、使命感がひしひしと伝
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わってくるフレーズでありますので、私も総理に負けないように、頑

張ってこの危機に立ち向かっていきたいというふうに思っておりま

す。 

議員各位におかれまして、そして町民の皆様におかれましては、御

家族ともに平穏無事に御越年され、輝かしい新春をお迎えになられる

ことをお祈りするとともに、町政の発展に更なる御支援、御協力をお

願い申し上げまして、議会閉会の御挨拶といたします。 

ありがとうございました。 

以上で、令和７年第４回松野町議会定例会を閉会します。 

（１４：２２） 
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